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●２０２５年の介護施設夜勤実態調査結果を見て、まず
がくぜん

愕然としたのは、労働基準法にも労働安全衛生法に
も抵触するような違法性の強い働き方が依然として
改善されず、むしろ標準になっている実態にあるこ
とです。
●今回の調査データは、３１都道府県１３１施設１９５職場
３，６８２人分にのぼります。「夜勤実態」について毎年
この規模で行っている調査は、おそらく医労連の調
査しかありませんから、現場実態を反映している唯
一の調査結果として受け止めることができます。
●夜勤形態では、９割以上の施設が２交替の長時間
夜勤を採用しており、うち８７．５％が勤務時間１６時間
以上となっています。１勤務で１６時間以上の働かせ
方は、国際的にみて極めて異例であり、ＩＬＯ（国
際労働機関）の各条約などと照らしても、違反どこ
ろか異常極まりない働かせ方です。このような勤務
形態が標準となっていることを、労働者・労働組合
ももっと深刻に受け止めて、早急な改善を求めてい
く必要があります。「人手不足だから長時間夜勤も
致し方ない」「介護施設では当たり前」などと受け

えい ごう

流していては、未来永劫このような異常な働かせ方
は無くなりませんし、人手不足なら人体に悪影響を
及ぼすような、国際的には極めて異常な、勤務形態
がまかり通ってしまっても仕方がないのかという考
えにはならないはずです。
●１人夜勤体制がいつまでたっても解消されない点
も異常というしかありません。小規模施設ではすべ
ての施設が１人夜勤となっていますが、入所者が少
数であれば夜間の事故は起こらない、容体急変は起

こらないというわけではありません。実際に本調査
の別項目では、「夜勤時に、医療機関への受診など
の救急対応が必要となったことがあった施設は
３５．５％」であり、かなりの確率で救急対応が発生し
ています。すべての利用者が夜間は就寝し、翌朝ま
で何事もなく時間が経過するわけもなく、介護提供
体制としては極めて無責任であり、働くものの人権
をも軽視していると言える働かせ方です。
●そして、実に４分の１を超える施設が、労働安全
衛生法で義務付けられている仮眠室を設置していな
い状態です。１人夜勤体制でさらに仮眠室もないな
どという状態は、１６時間起き続けて働けという条件
を強要していることと同様です。また、２交替夜勤
手当の平均額５，９７３円は、看護師の夜勤手当平均の
半額程度です。夜間勤務の負荷に対する手当は、職
種に関係なく、同額であるべきです。
●このように、異常極まりない夜間の勤務実態が放
置され続けている限りは、いくら政府が、介護の担
い手不足の解消に取り組む姿勢を見せても、介護職
場を希望する担い手が増えるはずがありません。介
護現場の深刻な人手不足は、「２０２５年の介護事業者
（老人福祉・介護事業）の倒産は、１７６件（前年比
２．３％増）で、２年連続で最多を更新し、コロナ禍
前の２０１９年（１１１件）と比べ、約６割増えた（東京
商工リサーチ調べ）」という事態に直結しています。
私たちの運動でこの間、介護職の賃上げが多少進
みはしたものの、こうした夜間勤務の過酷さの解消
など働く条件の改善も、国の責任で早急に取り組ま
せる必要があります。

もりた すすむ

森田 進
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社会保障審議会介護保険部会は、２０２５年１２月２５日
に「介護保険制度の見直しに関する意見」をとりま
とめ公表した。「意見」は、３年に１度の診療報酬
改定にあわせて行われてきた介護保険制度の見直し
のベースとなるもので、今後、この内容に沿って法
案作成へ向けた議論が進められる。「意見」は、課
題の一つに介護人材確保と職場環境改善を掲げて、
いくつもの施策を示しているが、その大半は「生産
性向上」の推進を求めるもので、介護労働の実態を
踏まえて改善を図ろうとする内容はほとんど見当た
らない。
各地で介護崩壊が進み、介護保険制度の危機が叫

ばれるなかでの次期制度改正は、文字通り介護保険
の大きな分岐点になることは間違いない。それは同
時に、介護労働にとっても分岐点となることを意味
する。以下、「２０２５年介護施設夜勤実態調査」が浮
き彫りにした介護保険制度と介護労働の危機とその
克服の課題を検討する。

介護労働を捉える視点
―国民のための介護と介護労働

具体的な問題に先立って、やや原則的な内容を整
理しておきたい。医療や介護に限らず、およそ国や
自治体の責任によって提供される公共サービスは、
国民の共同の利益を実現し、人権を保障する役割を
持っている。したがって、そのサービスの提供を担
う人たちは人権の担い手に他ならない。公共サービ
スが人権保障にふさわしい量と質を備えるために
は、その担い手の人権も保障されなければならな
い。なぜなら、担い手の人権が侵害された状態で

サービス提供が行われればサービスの質は確保され
ず、国民の利益を損なう可能性があるからである。
したがって、国民の人権を保障することと担い手の
人権を保障することは一体不可分の関係にある。
このことを踏まえて、公共サービスの担い手であ
る公務労働者は、公共サービスの改善と公務労働者
の労働条件の改善を一体のものとして取り上げてき
た。その先駆けは、国鉄労働者が国鉄分割・民営化
に対して、国鉄を守る闘いと国鉄労働者の労働を守
る闘いを一体化させ、国民のための国鉄再建として
闘った運動である。国鉄の分割民営化は実施された
が、国民のための公共サービスを守る闘いと担い手
の労働条件改善を一体的に取り上げる運動のあり方
は、その後、公共サービスを担う分野の運動に引き
継がれた。医療労働運動は、その代表である。
ナースウェーブは、夜勤実態調査によって看護師
不足と看護師の過酷な労働条件の実態を明らかに
し、看護師の大幅増員と労働条件の改善を患者の医
療・看護を改善する運動として始まり、その後も
「看護師増やせ、患者負担減らせ」「医師・看護師
増やせ、医療崩壊ストップ」「憲法を生かして、医
療・介護を守ろう」など、看護師の労働条件改善と
国民医療を守ることを一体的に取り組んできた。
ナースウェーブは、いまでは医師・看護師だけでな
く介護労働者へと広がり、医療・看護そして介護を
守る運動として展開されている。
以上のことから、あらためて介護と介護労働につ
いて整理すると、介護保険は介護の社会化をめざ
し、介護を公共サービスとして提供する社会保障制
度の一環として創設され、国民の介護ニーズを充足
し、介護を必要とする人たちの人権を保障する役割
を担ってきた。介護サービスの提供を担う介護労働

介護施設夜勤実態調査結果をふまえて２０２５年 特別
寄稿
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者は、人権保障の担い手として介護事業に従事して
きた。しかし、後にみるように、介護保険の抱える
構造的欠陥、それをさらに広げる社会保障政策・介
護政策によって、介護保険は危機を迎えている。同
時に、介護労働者も、絶対的不足と過酷な労働条件
のもとで、国民の求める介護、介護労働者がめざす
「いい介護」を提供することが困難になってきてい
る。したがって、いま求められているのは、国民の
ための介護の実現とそれを担う介護労働の大幅増員
と労働条件の改善であり、その両者を一体のものと
して実現する取り組みである。

介護保険制度の特徴と実態

では、人権の担い手である介護労働者がその役割
を果たせなくなっているのはなぜか。その要因は、
介護保険の特徴および変容と深く関わっている。先
に、介護保険は、介護の社会化をめざし、介護を公
共サービスとして提供する社会保障制度の一環とし
て創設され、国民の介護ニーズを充足し、介護を必
要とする人たちの人権を保障する役割を担ってきた
と述べたが、いくつか留保すべき点がある。
まず、介護保険は介護の社会化をめざして創設さ

れたとした点である。介護問題が深刻化するなか
で、もはや介護を家族内の私事とみなして自助努力
に委ねては解決できない問題であり、いまや社会の
責任で解決すべき問題となったとの認識が制度を現
実化させたという点では、介護の社会化をめざした
と考えていい。ただし、そうした認識と、その認識
が制度として具現化されたどうかは別問題である。
結論から言えば、創設された制度は、介護の社会化
を部分的にしか実現していない。この点は後であら
ためて述べる。
２つ目は、介護を公共サービスとして提供する社

会保障制度の一環として創設されたとした点であ
る。介護保険は第５の社会保険として創設されたの
で、社会保障制度の一環であることに間違いはな
く、社会保障制度である以上、公共サービスである
ことも当然である。ただし、これまでの社会保険と
異なり、サービス提供を全面的に民間に委ね、基準
をクリアすれば指定を受けることができ、しかも営
利団体も参入が可能となる仕組みを導入したこと
で、公共=非営利の原則を崩し、営利・非営利の区
分を曖昧にして営利拡大の余地を広げた。

３つ目は、国民の介護ニーズを充足し、人権を保
障する役割を担ってきたとした点である。介護の社
会化を部分的にしか実現しておらず、かつ営利の余
地を広げたことは、介護ニーズの充足と人権保障の
役割を担ううえで限界をもたらした。
介護保険は、発足以後、これらの問題を解消する
方向ではなく、むしろ拡大させる方向で運営されて
きた。その結果、介護保険が本来備えるべき内容と

かい り

実態との乖離が極限まで進み、その矛盾の深刻さに
よって制度自体が存続の危機に陥っている。

介護労働の特徴と実態

以上のことは、介護労働にそのまま映し出され
る。介護労働は、介護の社会化を本来は介護の社会
を担う社会的公共的労働であるが、介護の社会化が
部分的な程度にとどまれば、介護労働の社会的公共
的性格も不十分さを残し、そのうえ営利団体に属し
てサービス提供を担う場合は、社会的公共的性格と
営利的性格の二重の性格を持つことになり、両者の
矛盾は深まらざるを得ない。そうなれば、人権保障
労働としての役割を果たすことも難しくなる。
こうした制約は、介護保険を支える介護報酬のあ
り方によって、直接的かつ具体的に現れる。周知の
ように、介護保険事業者は、国が定めた単価をもと
に、提供したサービスの種類と量に応じて支払われ
る介護報酬を収入源にして運営している。介護労働
者をどれだけ雇用するか、いくら賃金を支払うかは、
定められた基準と支払われる介護報酬総額をもとに
事業者が決定する。重要なのは、雇用する介護労働
者数は、人員基準を下回るわけにはいかないが、そ
の基準は常勤換算した人数で、常勤か非常勤かは問
われず雇用形態は事業者の裁量である。賃金も、最
低賃金を下回るわけにはいかないが、基本的には事
業者の判断に委ねられている。
介護報酬による事業運営は、一見すると事業者の
自由度の高い方式のようにみえるが、実際には制約
が多くリスクが高い。事業者に入る介護報酬の額
は、事業実績（出来高）に応じて決まるため、利用
者数の増減や利用者の介護度によって変動する。利
用者の数も介護度も、けっして安定しているわけで
はなく、入院、死亡、転居、事業者の変更などが頻
繁に生じる。しかも、介護報酬自体も単価の変更、
加算条件の見直しなど、３年に１度は広範囲で変わ

４ 医療労働



る。
他方、事業経費の大半を占める人件費や施設設備

費等は、介護報酬の変動に合わせて頻繁に調整でき
るわけではない。介護報酬が引き下げられても人員
を削減したり賃金切り下げを行うわけにはいかな
い。逆に介護報酬が上がらなくても人員確保のため
に賃上げが求められる。制約が多くリスクが高いの
は、こうした事情による。事業者にとって、決して
自由度が高いわけではない。
これらの事情は制度創設当初から分かっていた。

そこで、参入した事業者は経営リスク軽減のため
に、人件費をはじめから極力抑え、介護労働者数の
抑制、常勤から非常勤への切り替え、賃金の抑制な
どを実施した。その結果、介護労働者の長時間・過
密労働の広がり、健康被害、バーンアウト等による
離職・退職、他業種との処遇格差の拡大、そのこと
による離職・転職、そして慢性的な人員不足と長時
間・過密労働、その悪循環に陥った。
この事態を改善する確かな方法は、介護報酬の引

き上げ以外にはない。しかし、歴代内閣は、介護費
用抑制に終始して引き上げには消極的な姿勢を続
け、事態を悪化させた。

介護保険制度と
介護労働の危機は表裏一体

介護保険制度が存続の危機にあると同時に、介護
労働も危機的状況にある。２つの危機は、表裏一体
であり連動している。介護保険は、介護労働なしに
は機能しないし、介護保険が機能しなければ介護労
働も役割を果たすことができない。この両者の危機
の連動について、これまでの整理を踏まえて、さら
に具体的にみていこう。
介護保険制度は、介護の社会化を進めるための新

たな社会保険制度として創設されたが、上述したよ
うに、実際につくられた制度は多くの欠陥を持って
おり、公共サービスとしても、社会保障制度として
も多くの欠陥を抱えたまま推移してきた。そのこと
は、医療保険制度と比較するとよく分かる。例え
ば、制度の利用には年齢制限があり、利用に当たっ
て申請が必要で、要介護認定を経なければ利用でき
ない。しかも、要介護認定で要介護・要支援に該当
しなければ利用できないし、その要介護認定も第１
号被保険者と第２号被保険者では基準が異なる。医

療保険は、年齢制限もなく、申請も手続きも不要で、
結果的に治療が必要でなくても受診は可能である。
また、介護保険は、要介護認定によってランク分け
された要介護度によって利用できる限度額が定めら
れており、介護度によって利用できないサービスも
ある。医療保険は、利用に限度額はなく「青天井」
で、医師の判断で制限なく医療を受けることができ
る。
介護保険は、このように幾重にもわたる利用の制
限が設けられており、必要な介護を受けるにはハー
ドルが高い。介護保険が介護の社会化を部分的にし
か実現していないと評価したのは、こうした制度の
欠陥による。しかも、その制限は改定のたびに減少
するどころか逆に広がってきた。例えば、介護施設
の居住費・食事の自己負担化、補足給付に対する資
産要件の導入、介護老人福祉施設の入所制限、要支
援の保険外しなど。加えて、利用料の引き上げ（１
割から２割・３割）によって、ますます利用しづら
くなっている。
介護保険制度の問題は、介護労働にも現われ、介
護労働を通して利用者へ影響が及ぶ。例えば、在宅
サービスの場合、要介護度ごとに利用限度額が設定
されている。しかし、限度額いっぱいまで利用する
ケースは少なく、実際には利用料を負担できる限度
によって利用が決まる。要介護３では３万９８３円が
限度額だが、負担できる限度が２万円であれば、１
割負担の場合２０万円分しか利用できない。必要十分
な介護が保障されないことは重大な欠陥である。こ
の場合、在宅介護サービスを提供するそれぞれの介
護労働者は、それぞれが精一杯頑張っても、制度の
制約によって利用者にとっては不十分なサービス提
供にとどまらざるを得ず、利用者も我慢するか、不
足分を家族などによって補わざるをえない。文字通
り部分的な「介護の社会化」である。介護報酬が低
く抑えられ慢性的な人員不足に陥っている施設での
介護の場合も、行き届いた介護ができない状態は、
現れ方は異なるが、本質的には同じく部分的な「介
護の社会化」だと言わざるを得ない。
このように介護保険制度の欠陥は介護労働の欠陥
として現れ、介護保険制度の危機は介護労働の危機
として現れる。介護保険制度の欠陥は、仕組み自体
に内在する欠陥と、予算制約など運用に問題があっ
て生じる欠陥とがある。両者は一体となっていて区
別できないこともあるが、制度を変えなければ解決

特別
寄稿
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しないのか、運用を変えれば解決するのか、両者に
は重要な違いがある。仕組みに内在する欠陥が、い
わゆる構造的欠陥である。構造的欠陥が運用の改善
ではもはやカバーしきれなくなり、制度を変えるこ
となしには機能し得ない状態に陥ったのが介護保険
制度の危機であり、同じく、制度を変えることなし
には役割を発揮できない状態に陥ったのが介護労働
の危機である。繰り返すが、２つの危機は連動し一
体となって現れ、介護を必要とする被保険者が介護
を利用できない状態をもたらす。

調査結果にみる
介護保険制度と介護労働の危機

これまでの整理を踏まえて、今回の「介護施設夜
勤実態調査」をみると、まさしく介護保険制度の危
機と介護労働の危機を浮き彫りにしている。調査の
結果をみる前に、本誌読者には釈迦に説法だが、夜
勤労働の規制について簡単に確認しておく。
周知の通り、夜間勤務（夜業）は人の身体リズム

に反し、生理機能の順応も容易ではないことから原
則禁止とされ、やむを得ず実施される場合も厳しい
条件を課している。例えば、ＩＬＯ夜業条約及び勧
告は、２４時間に８時間を超えない、労働時間は昼間
の労働時間より平均して少なく、２連続の勤務は行
わない、勤務間隔は少なくとも１１時間は空けること
などを定め、日本医労連は、さらに月６４時間以内、
配置人員は利用者１０対１以上などを求めている。
しかし、実際の介護施設の夜勤は過酷で上の条件

は守られていない。「実態調査」は、長時間になる
２交代夜勤が約９割、１人夜勤が７割弱、夜勤日数
８日と９日以上が約３割、夜勤勤務の間隔が１２時間
以下は約３割などの実態を明らかにしている。長時
間１人で、しかも月に何度も短い間隔で夜勤をして
いる人が少なくなく、慢性疲労、体調不良、発症な
どがいつ起きてもおかしくない（実際に起きている）
働き方で人権軽視も甚だしい。こうした状態で、新
たな人員を望むことは難しく、悪循環に陥っている。
過酷な夜勤は、利用者の人権も侵害している。過

酷な条件の下では必要なケアも、急変時や不慮の事
故の際への対応も難しく、安心してケアを受けるこ
とができない。
「介護施設夜勤実態調査」は、いのちを削ること
なしには継続できない状態に陥った介護労働の危機
を浮き彫りにするとともに、ケアを受ける側にもリ
スクを負わせるまでになった介護保険制度の危機を
も示している。

求められているのは
介護の社会化の実質化

過酷な夜勤は人員を増やせば解決できるものばか
りで、最大の要因は人員不足である。その人員不足
の要因は、低い人員配置基準と人員増も処遇改善も
できない低い介護報酬にある。いずれも、厚生労働
省令や告示を見直せば改善できることだが、公費負
担の増大を招くので政府は消極的である。しかし、
過酷な実態を前にこれ以上放置できないと判断した
のか、政府は、介護報酬を２．０３％引き上げる臨時改
定を２０２６年度に実施することを決定した。だが、臨
時改定で多少の処遇改善は望めるものの、この程度
では現状の過酷な実態は改善できない。
わずかばかりの臨時改定の陰で、大掛かりな制度
改悪が目論まれている。冒頭に触れた社会保障審議
会介護保険部会の「意見」は、利用料２割負担の対
象拡大、ケアプランの有料化、要介護１・２の総合
事業への移行のいわゆる「三大改悪」を含む制度の
大幅改悪を盛り込んでいる。これらが実施されれば、
利用を一層困難にし、介護の社会化の理念と実態の
乖離を修復不能なまでに広げることになる。そうな
れば、利用できない「介護難民」も増大し、事業の
継続も危うくなり、介護保険制度だけでなく介護労
働の危機も深化する。
いま求められるのは、「生産性向上」ではなく、
介護の社会化を実質化する給付の拡充と負担軽減、
そして夜勤を含む労働時間の抜本的な改善と賃金の
大幅賃上げ（他産業と同水準）であり、それを可能
にする人員基準と介護報酬の大幅引き上げである。
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●調査結果から見えてくる介護施設における夜勤労
働の問題点

介護労働者の離職防止を図る意味でも夜勤労働の
問題改善は重要な課題です。介護施設夜勤実態調査
の結果からは、介護施設における夜勤労働の問題点
がさまざま浮かび上がっていますが、その中でも特
に以下の３点については早期に改善する必要があり
ます。
①２交替夜勤（１６時間にわたる長時間夜勤労働）
１６時間の夜勤は２日分の労働を連続して行う長時
間の夜勤形態です。ただでさえ負担の大きい夜勤を
１６時間にもわたって行うことは想像以上に過酷で
す。交替制による夜勤労働は作業能力の低下を引き
起こし、特に明け方に顕著だということが解明され
ています。労働者に過度の負担を強い、利用者の安
全にも深刻な影響を及ぼす長時間夜勤の改善は急務
です。
②実態に合わない人員配置
介護施設の夜勤配置については「厚生労働大臣が

定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」
（３４ページ参照）で定められていますが、１人夜勤
が認められるなど利用者の安全や労働者の労働負担
の視点からも実態に合わない基準となっています。
実態に合った夜勤配置にしていくためには、この基
準の改定を求める必要があります。
③上限規制のない夜勤日数（回数）
１９９２年に制定された看護師確保法では、看護師の
離職防止対策・夜勤負担軽減のための指針として
「複数体制・月８日以内（３交替の場合）」を位置
付けています。しかし、介護現場にはこのような指
針はないため、夜勤日数（回数）が青天井になって
います。夜勤交替制労働には、睡眠・感情障害（短
期的リスク）や発がん性のリスク（長期的リスク）
といった健康リスクが伴います。こうしたリスクを
最小限に抑えるためにも、夜勤の日数（回数）制限
は必要です。
今回の調査で、夜勤協定がない施設は４６．２％と

なっています。早急に夜勤協定を締結させる必要が
あります。

④勤務間インターバルの確保の必要性
先述したように、介護労働者の夜勤労働は、長時
間の２交替夜勤、１人夜勤が当たり前になっている
のが現状です。身体を休ませるためにも、勤務間隔
は１２時間以上空ける必要があります。

●職員の人員配置に対する国の姿勢

これらの夜勤の問題点を解決していくためには、
介護職員を増員するしかありません。日本医労連で
は、利用者の安全と労働者の適正な労働条件を確保
できる水準の人員配置とするために、配置基準の引
き上げを厚生労働省に求めています。しかし、厚生
労働省は、適正に人員配置をするのは「基本的には
事業者の責任」だとしています。また、事業者が適
正な人員配置をしているかどうかについての監督責
任は都道府県にあるとしています。公的な制度の下
で、利用者の安全や適正な労働条件を確保できる水
準を確保するのは国の責任です。しかし、厚生労働
省は「加算で対応している」「基準を引き上げれば
事業者の負担が増えるので、慎重に検討する必要が
ある」との姿勢を崩しておらず、その改善は遅々と
して進んでいません。

●介護施設夜勤実態調査の意義とその活用

介護施設夜勤実態調査の意義は、夜勤労働の実態
を客観的なデータとして「見える化」したことにあ
ります。これにより、厚生労働省に対して、夜勤が
過酷だということを動かしようのない事実として示
し、改善を求めることができるようになりました。
もちろん、議会請願等での要請の裏付けとなる資料
として、あるいは記者発表の資料として活用するこ
とができます。また、組織拡大や運動を広げるため
に、介護施設の訪問や業界団体との懇談などにも活
用することができます。なかなか改善されない人員
配置の問題を前進させていくためには、世論を大き
く広げていく必要があります。まずは現場から声を
上げ、「人員配置基準を引き上げよ」の世論で国を
包囲していきましょう。一刻も早く夜勤改善を実現
するために、本報告を活用して下さい。

介護施設夜勤実態調査の
意義と活用について

日本医労連介護対策委員会
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はじめに
介護施設夜勤実態調査は介護施設の夜間業務の実

態を明らかにして改善を図るために行っています。
２０１３年から開始し、１３回目となる今回の調査では、
２全国組合２４都道府県医労連（全体３１都道府県）に
加盟する組合から介護施設１３１施設１９５職場の回答が
寄せられました。その年ごとに業態別の集計数にば
らつきがあることや、集計数自体が少ない業態もあ
るため、集計値が調査ごとに一定程度の影響を受け
ることはありますが、夜勤形態や回数、夜勤体制な
どの実態については、ほとんど改善せず、厳しい状
況が続いていることが明らかになっています。介護
施設で働く介護労働者が長く働き続けられる環境を
構築していくためにも、調査を通じて明らかになっ
た実態から、今後、問題解決をどのように進めてい
くかが大きな課題です。

１、調査目的と実施要綱
本調査は、介護施設の夜勤改善を図るため、介護

福祉施設（特別養護老人ホーム）（以下、特養）、介
護老人保健施設（以下、老健）、グループホーム（以
下、ＧＨ）、小規模多機能型居宅介護（以下、小多
機）、看護小規模多機能型居宅介護（以下、看多
機）、単独型短期入所施設（ショートステイ、以
下、短期入所）、介護医療院を対象に調査しまし
た。２０２５年６月の勤務実績を基本として、１０月末日
までの期間で回答を集約しました。夜勤形態、夜勤
体制、夜勤日数（回数）など、夜勤に関わる項目を
中心に調査し、実態を把握しました。

２、職員体制
今回の調査では、１３１施設職員総数３，６８２人を対象

に調査しました。内訳は、介護職員が２，６３５人、看
護職員が６２９人、その他４１８人となっています。調査
対象外のその他施設の集計は（８施設）、１～４の
集計項目を除いて、全体の集計には反映させずに、
巻末でその他施設の集計結果を掲載しています。

３、調査施設の概要
特養、老健、介護医療院は、利用者定員が４０人を

超える中～大規模な施設が大半を占め、老健では３４
施設中１５施設が１００人を超えています。ＧＨは３ユ
ニット１施設、２ユニット２１施設、１ユニット８施
設となっています。小多機、看多機の最大登録定員
は２９人ですが、１日の通所定員での集計としていま
す。１日の通所定員は２０人未満の小規模な施設が大
半となっています。

４、夜勤実態
夜勤形態では、１６時間前後の「２交替夜勤」が１２３
施設中１１２施設と９割以上（９１．１％）を占めていま
す。そのうち、勤務時間１６時間以上の「２交替夜
勤」は９８施設（２交替夜勤の８７．５％）となっていま
す。夜勤体制では、規模の小さなＧＨ、小多機、看
多機では全ての施設で１人体制となっています。比
較的規模の大きな特養や老健などでは複数体制に
なっていますが、職場単位での配置を見ると１人体
制になっている職場も確認できます。仮眠室の有無
では、２７．２％の施設で「仮眠室がない」状態になっ
ており、特に、看多機では５８．３％と過半数以上が施
設に仮眠室がない状況です。夜勤日数（回数）につ
いては、「３交替夜勤」の施設では９５．４％が「８日以
内」に収まっています。一方で、「２交替夜勤」の
施設では、「４回以内（８日以内に相当）」は５３．５％
にとどまっています。

５、その他
夜勤手当について、正規職員の２交替夜勤で平均

５，９７３円、３交替夜勤の準夜で２，９２３円、深夜で４，８７０
円となっています。夜勤時に、医療機関への受診な
どの救急対応が必要となったことがあった施設は
３５．５％、夜勤明けの翌日が休日保障されていない施
設が３５．０％となっています（いずれも調査月におい
て）。夜勤も含めた１日の勤務シフトの数は、平均
５．３通りと過去の傾向とほぼ変わりません。

２０２５年
介護施設夜勤実態調査結果概要
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業 態 施設数 職場数
特 養 １５ ３６
老 健 ３４ ５３
Ｇ Ｈ ３２ ５５
小 規 模
多 機 能 型 １４ １４

看護小規模
多 機 能 型 １４ １４

単独型短期入所 １０ １０
介護医療院 ４ ４
その他施設 ８ ９
全 体 １３１ １９５

施設数 職場数
２０１４年 １１８ １５６
２０１５年 １５６ ２０５
２０１６年 １４３ １８８
２０１７年 １６５ ２１４
２０１８年 １３２ １７４
２０１９年 １４３ １９１
２０２０年 １５３ ２１９
２０２１年 １４２ ２０６
２０２２年 １４９ ２１０
２０２３年 １２４ １７９
２０２４年 １２１ １７６
２０２５年 １３１ １９５

過去のデータ

性 格 施設数 職場数
全 国 組 合 １８ ２９
自 治 体 ３ ４
民 医 連 ８１ １１３
一 般 １ ３
精 神 １ １
介 護 ２ ７
福 祉 ２５ ３８
全 体 １３１ １９５

１ 調査件数

今回の調査では、１３１施設、１９５職場（前回１２１施
設、１７６職場）から回答を得ることができました。
今回は、加盟組織外からの回答はありませんでし
た。
業態別の集計数では、老健が３４件と最も多く、次

いでＧＨの３２件となっています。以下、特養、小多
機と看多護が同数、短期入所と続いており、昨年と
比較して傾向に大きな変わりはありませんでした。
その他施設（有料老人ホーム、サービス付き高齢

者住宅）からの回答は８施設となっています。その
他施設については、１～４の集計項目以外では全体
の集計には反映させずに、巻末でその他施設の集計
結果を掲載しています。

２ 性格別集計数

組合性格別の内訳では、民医連の施設からの回答
が８１施設・１１３職場と最も多くなっています。全国
組合の内訳は全厚労１２施設、全 JCHO６施設です。
今回の調査では、未加盟施設からの回答はありませ
んでした。

結果
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３ 加盟組織別集計数

今回の調査には、２全国組合２４県医労連から回答
が寄せられています（前回２全国組合２１県医労
連）。回答施設数が多かったのは、奈良県医労連の
２３施設を最多に、新潟県医労連１５施設、全厚労、山
形県医労連などとなっています。
回答のあった施設の所在地は３１都道府県となって

います。これまでに介護施設夜勤実態調査に取り組
んだ組織は、のべ４６組織となります。経年的に調査
を実施することで、調査に取り組む組織が増えてき
ました。調査結果に実態をより反映させていくため
にも、介護施設のあるすべての組織で調査に取り組
み、回収数を引き上げて行く必要があります。

※回答のあった加盟組織と回答のあった施設の所在地の件
数が異なるのは、全国組合の回答が加盟組織別集計に含
まれていない県からの回答があるためです。

※本調査の対象となる施設を組織していない全国組合・県
医労連もあるため、日本医労連の組織数最大の５４組織に
はなりません。

４ 勤務者総数

今回の調査は、３，６８２人分の実態を集約したもの
となっています。総職員数に占める介護職員数は
２，６３５人で、その割合は７１．６％（前回７４．０％）、看護
職員数は６２９人で１７．０％（前回１７．２％）、その他職員
数は４１８人で１１．４％（前回８．７％）となっています。
男性職員が占める割合は全体で２７．３％（前回２６．７
％）、介護職員数内では３１．９％で前回（３０．７％）と
ほぼ同率となっています。
妊娠者の占める割合は、介護職員で０．４％、総職

員では０．３％となっています。産休・育休者の割合
を合計すると、介護職員０．８％、総職員０．９％とほぼ
同様になっています（男性職員数を計算式に含まな
い）。管理者を通しての調査ではないため、施設全
体の把握が難しく、実態よりも数値が低くなる傾向
があるとはいえ、女性が多い職場であるにもかかわ
らず妊娠・出産・育児の職員割合が０～１％台と少な
い状況は変わっていません。その背景には、夜勤の
ある介護施設は、妊娠者が働くには過酷な勤務環境
となっており、人員不足や職員体制の不足が、そのこ
とにも拍車をかけているものと考えられます。こう
した傾向は、介護休暇の取得にもあてはまります。

（人）
全施設

介護
職員数

看護
職員数 その他 総職員数

総 数 ２，６３５ ６２９ ４１８ ３，６８２
（うち非正規
職員数） ９３４ ２０４ １６１ １，２９９
（うち
男性数） ８４２ ３４ １３１ １，００７

妊 娠 者 数 ７ ２ ９

産 休 者 数 ４ ４

育 休 者 数 １５ ５ ８ ２８
育児短時間
取 得 数 １０ ５ ５ ２０
介 護 休 暇
取 得 数
病 欠 者 数 ３１ １０ ３ ４４

総
数
人
員
と
の
割
合（
％
）

妊 娠 者 数 ０．４ ０．３ ０．３

産 休 者 数 ０．２ ０．１

育 休 者 数 ０．６ ０．８ １．９ ０．８
育児短時間
取 得 数 ０．４ ０．８ １．２ ０．５
介 護 休 暇
取 得 数
病 欠 者 数 １．２ １．６ ０．７ １．２

加盟組織 施設数 職場数
全 厚 労 １２ ２０
全ＪＣＨＯ病院労組 ６ ９
北 海 道 ６ ８
青 森 ５ ５
秋 田 ２ ２
山 形 １２ １７
千 葉 １ １
群 馬 ７ １０
茨 城 １ １
長 野 ７ ９
新 潟 １５ ２３
東 京 １０ １５
岐 阜 ２ ７
富 山 １ １
石 川 ２ ４
京 都 ５ ９
奈 良 ２３ ３１
和 歌 山 ２ ４
滋 賀 １ １
岡 山 ５ １１
広 島 １ １
鳥 取 １ １
香 川 １ １
愛 媛 １ ２
徳 島 １ １
熊 本 １ １
全 体 １３１ １９５
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業 態
有効
回答
施設数

１施設
あたりの
平均
職員数

職員数（人）

合計人数介護職員 看護職員 その他
正規
職員

非正規
職員

介護
職員計

正規
職員

非正規
職員

看護
職員計

正規
職員

非正規
職員

その他
職員計

特 養 １５ ４４．８ ４０７．０ １４７．７ ５５４．７ ４３．８ ２４．１ ６７．９ ２１．０ ２８．０ ４９．０ ６７１．６
老 健 ３３ ３７．２ ６６０．０ １３５．１ ７９５．１ ３０１．０ ４７．６ ３４８．６ ７２．０ １１．２ ８３．２ １，２２６．９
Ｇ Ｈ ３２ １２．２ ２２５．０ １４４．２ ３６９．２ ２．０ １３．３ １５．３ ５．０ １．４ ６．４ ３９０．９
小 規 模
多 機 能 型 １２ １１．４ ７７．０ ３９．９ １１６．９ ５．０ ８．４ １３．４ ４．０ ２．１ ６．１ １３６．４

看護小規模
多 機 能 型 １３ １４．６ ９４．０ ４４．８ １３８．８ ２１．０ ２１．０ ４２．０ ８．０ １．４ ９．４ １９０．２

単 独 型
短 期 入 所 １０ １４．７ ７９．０ ４２．０ １２１．０ ７．０ ９．１ １６．１ ７．０ ２．８ ９．８ １４６．９

介護医療院 ４ ２８．０ ４４．０ ７．０ ５１．０ ４１．０ １５．４ ５６．４ １．０ ３．５ ４．５ １１１．９
全 体 １１９ ２４．２ １，５８６．０ ５６０．７ ２，１４６．７ ４２０．８ １３８．９ ５５９．７ １１８．０ ５０．４ １６８．４ ２，８７４．８

業 態
構成割合 雇用形態別の職員割合

介護職員 看護職員 その他 合計人数
介護
職員

看護
職員 その他 正規

職員
非正規
職員

正規
職員

非正規
職員

正規
職員

非正規
職員

正規
職員

非正規
職員

特 養 ８２．６ １０．１ ７．３ ７３．４ ２６．６ ６４．５ ３５．５ ４２．９ ５７．１ ７０．２ ２９．８
老 健 ６４．８ ２８．４ ６．８ ８３．０ １７．０ ８６．３ １３．７ ８６．５ １３．５ ８４．２ １５．８
Ｇ Ｈ ９４．４ ３．９ １．６ ６０．９ ３９．１ １３．１ ８６．９ ７８．１ ２１．９ ５９．４ ４０．６
小 規 模
多 機 能 型 ８５．７ ９．８ ４．５ ６５．９ ３４．１ ３７．３ ６２．７ ６５．６ ３４．４ ６３．０ ３７．０

看護小規模
多 機 能 型 ７３．０ ２２．１ ４．９ ６７．７ ３２．３ ５０．０ ５０．０ ８５．１ １４．９ ６４．７ ３５．３

単 独 型
短 期 入 所 ８２．４ １１．０ ６．７ ６５．３ ３４．７ ４３．５ ５６．５ ７１．４ ２８．６ ６３．３ ３６．７

介護医療院 ４５．６ ５０．４ ４．０ ８６．３ １３．７ ７２．７ ２７．３ ２２．２ ７７．８ ７６．９ ２３．１
全 体 ７４．７ １９．５ ５．９ ７３．９ ２６．１ ７５．２ ２４．８ ７０．１ ２９．９ ７３．９ ２６．１

（％）

※上記２点の表は職員体制の集計にあたり、非正規職員の人数は常勤換算しています。常勤換算の根拠は介護労働安定センター
「平成27年度介護労働実態調査」の「月給の者」と「時給の者」の平均労働時間を参考にしています。

（１）職種別正規・非正規職員の構成
１施設当たりの平均職員数は、比較的に施設規模の大きい特養は４０人以上、老健は３０人以上となっていま
す。定員規模の小さい業態では職員数も少なく、小多機１１．４人、ＧＨ１２．２人になっています。

（２）職種別の構成割合及び、正規・非正規の割合
介護職員と看護職員の構成割合は、全体で介護職員が７４．７％、看護職員が１９．５％となっています。看護職

員の割合では、病院と在宅の中間施設に位置づけられる老健で２８．４％、在宅医療・介護の複合的な役割を持
つ看多機では２２．１％と高くなっています。また、介護医療院は、療養が必要である者の施設という位置づけ
となっており、看護職員の割合が５０．４％と高くなっています。特養、小多機、短期入所では看護職員の配置
割合は９．８～１１．０％程度と低くなっています。ＧＨは看護職員の割合は３．９％で９５％近くが介護職員で構成さ
れています。
正規職員と非正規職員の割合は、全体で正規職員が７３．９％（昨年７３．９％）、非正規職員２６．１％（昨年２６．１
％）となっており、全体の割合は昨年と同率になっています。
業態別では、正規職員が増加したのはＧＨと小多機です。また、「合計人数」で正規職員の割合が８０％を

超えているのは老健のみになっています。一定規模のある特養、介護医療院では正規職員の割合が７０％台に
なっています。一方、ＧＨでは、正規職員の割合が昨年より増加していますが５０％台となっており、非正規
職員の割合が他の業態と比べ４０％台と高くなっています。小多機、看多機、短期入所は正規職員の割合が６０
％台となっています。若干の増減はありますが、過去の調査結果でも同様の傾向となっており、事業所の規
模が小さく経営的なスケールメリットも小さい業態ほど、職員の雇用に影響があるものと考えられます。

５ 各業態の職員体制および就業形態（施設形態）

結果
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構成割合（％） 雇用割合（％）
介護職員 看護職員 その他 正規職員 非正規職員

２０１４年 ７６．６ １９．６ ３．８ ７４．６ ２５．４
２０１５年 ７５．２ １９．１ ５．７ ７８．１ ２１．９
２０１６年 ７３．２ ２０．７ ６．１ ７８．７ ２１．３
２０１７年 ７５．７ １９．１ ５．２ ７７．４ ２２．６
２０１８年 ７４．０ １９．８ ６．２ ７９．１ ２０．９
２０１９年 ７５．４ １８．５ ６．１ ７９．２ ２０．８
２０２０年 ７３．５ ２０．９ ５．６ ８０．１ １９．９
２０２１年 ７３．８ ２０．８ ５．４ ８０．２ １９．８
２０２２年 ７４．３ ２０．９ ４．８ ７６．３ ２３．７
２０２３年 ７６．０ １９．５ ４．５ ７９．９ ２０．１
２０２４年 ７６．７ １８．５ ４．７ ７３．９ ２６．１
２０２５年 ７４．７ １９．５ ５．９ ７３．９ ２６．１

過去のデータとの比較（全体）

業 態 有効回答
施 設 数

介護職

派遣の有無 割合（％）
２０２５年 ２０２４年

有 無 有 無 有 無
特 養 １５ ５ １０ ３３．３ ６６．７ ２０．０ ８０．０
老 健 ３４ ５ ２９ １４．７ ８５．３ １６．０ ８４．０
Ｇ Ｈ ２８ ８ ２０ ２８．６ ７１．４ １７．４ ８２．６

小規模型＆
看護小規模型 ２３ １ ２２ ４．３ ９５．７ ３．６ ９６．４

単独型短期入所 ９ ９ １００．０ １００．０
介護医療院 ４ ４ １００．０ ３３．３ ６６．７

全 体 １１３ １９ ９４ １６．８ ８３．２ １２．４ ８７．６

業 態 有効回答
施 設 数

看護職

派遣の有無 割合（％）
２０２５年 ２０２４年

有 無 有 無 有 無
特 養 １５ ３ １２ ２０．０ ８０．０ ２６．７ ７３．３
老 健 ３４ ３４ １００．０ ４．０ ９６．０
Ｇ Ｈ ２８ ２８ １００．０ １００．０

小規模型＆
看護小規模型 ２３ ２３ １００．０ １００．０

単独型短期入所 ９ ９ １００．０ １００．０
介護医療院 ４ ４ １００．０ ３３．３ ６６．７

全 体 １１３ ３ １１０ ２．７ ９７．３ ５．８ ９４．２

介護職の派遣の有無

看護職の派遣の有無

６ 派遣労働者の有無

介護職員の不足が深刻です。介護職員を募集しても応募が少ない状況から、介護職員獲得のため派遣に頼
らざるをえない施設があります。また、介護職員の不足は減算やベッド閉鎖の要因となるため、施設の運営
にも大きな影響を及ぼします。
介護職の派遣職員の有無については、全体で１６．８％の施設が派遣有と回答しています。
業態別で昨年の調査と比較すると、特養２０．０％から３３．３％、ＧＨ１７．４％から２８．６％、小多機＆看多機３．６

％から４．３％と派遣有の割合が増えています。一方、老健では１６．０％から１４．７％へ微減、介護医療院は回答
数が４（前回は３施設が回答）と少ないものの３３．３％から無になっています。短期入所については９施設
中、９施設で派遣無となっており、前回と同様の傾向になっています。
看護職の派遣職員が「有」と回答した施設は、前回は特養４施設、老健１施設、介護医療院１施設の合計６施

設で、全体の５．８％でした。今回は特養３施設のみで、全体の２．７％になっています。
派遣職員を有とする回答割合は、介護職は業態間による差がありながらも増えている一方で、看護職は昨

年よりも業態、割合ともに減少しています。
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業態 施設数
利用者定員数

無回答
施設単位
あたりの
平均定員数１０未満 １０以上

２０未満
２０以上
４０未満

４０以上
６０未満

６０以上
８０未満

８０以上
１００未満

１００
以上

特 養 １５ １ ２ ２ ５ ５ ８２．９
老 健 ３４ ４ ６ ４ ４ １５ １ ７８．９
Ｇ Ｈ ３２ ８ ２１ １ ２ １５．９
小 規 模 多 機 能 型 １４ １３ １ １６．８
看護小規模多機能型 １４ １１ ３ １７．３
単 独 型 短 期 入 所 １０ ６ １ ３ ２６．７
介 護 医 療 院 ４ ２ ２ ５７．０
全 体 １２３ ８ ４６ １３ ９ ８ ９ ２０ １０ ４５．６

（人）

業態 有効回答
施設数

職員比率（対利用者）
１：１．５
未満

１：１．５～
１：２．０未満

１：２．０～
１：２．５未満

１：２．５～
１：３．０未満

１：３．０～
１：３．５未満

１：３．５
以上

特 養 １５ ５ ６ ２ １ １
老 健 ３２ ３ ９ １０ ７ ３
Ｇ Ｈ ３０ ２２ ５ ２ １
小規模多機能型 １２ ８ ２ １ １
看護小規模多機能型 １１ ８ ２ １
単独型短期入所 ７ ２ ２ ２ １
介護医療院 ４ ２ １ １
全 体 １１１ ４８ ２８ １８ ９ ４ ４

対利用者職員比率

※職員比率の算出にあたり、非正規職員の人数は常勤換算しています。そのため、非正規
職員をフルタイムで雇用している施設については、実際よりも配置水準が低く集計され
ます。

７ 定員規模別の分布

回答のあった施設の定員規模は以下の図表が示す内訳となっています。
特養や老健は規模の大きな施設が比較的に多く、平均定員数は特養が８２．９人、老健は７８．９人となっていま

す。特養では８０％が利用者定員６０人以上、老健では８５．３％が利用者定員４０人以上の施設となっています。
一方、ＧＨや小多機、看多機では、施設の運営基準として利用者の定員が少なく設定されており、集計結

果でもほとんどが２０人未満の小規模な事業所となっています。ＧＨは設置基準で１ユニット９人以下と定め
られているため１０人未満は１ユニット、１０人以上２０人未満は２ユニット、２０人以上４０人未満は３ユニットの
施設からの回答となっています。なお、小多機及び看多機については、「登録定員」「通所定員（１日）」「泊
り定員（１日）」とある中で、「通所定員（１日）」の定員で集計をしています。
介護医療院からは４施設からの回答が寄せられました。今回の調査では４０床以上６０床未満と、６０床以上８０

床未満の回答となっています。

８ 対利用者職員比率（施設単位）

職員数（介護職員、看護職員、その他職員で直接利用者の処遇に携わる職員）と利用者数の比率を集計し
ました。介護保険制度上、特養や老健、短期入所の職員数は利用者３人に対して介護職員・看護職員が１人
以上（３：１）となっています。一方、ＧＨや小多機、看多機では、夜間帯以外の職員の配置が利用者３人
に対して介護従事者１人以上となっているため、職員比率が特養や老健よりも高くなる傾向にあります。
管理者を通じての調査ではないため、施設全体の職員配置の把握が難しいものの、３：１の法定配置を満た
さない回答が８件確認されています。そのうち、ＧＨ、小多機、看多機の１：３．５以上の配置は同一建物に
３業態が存在し、職員の行き来がある施設からの回答となっています。
調査結果では、職員：利用者＝１：２．０よりも手厚く職員配置を行っている施設は６８．５％（前回６７．９％）

となっており、前回調査とほぼ同様です。厚生労働省の調査でも、平均的な人員配置は「１：２．０」前後と
なっています。
施設が配置基準より手厚い職員体制を敷いていても、介護現場の労働環境が過酷である現状を踏まえれ

ば、人員配置基準をさらに引き上げる必要があることは明らかです。

結果
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業 態

認知症利用者数 要医療行為利用者数

有効回答
施設数

平均利用
者数の
総数（人）

要医療行為
利用者数
（人）

割合
（％）

有効回答
施設数

平均利用
者数の
総数（人）

認知症
利用者数
（人）

割合
（％）

特 養 ９ ６８５．０ ５５６．０ ８１．２ ８ ６８３．４ ３０．０ ４．４
老 健 ２０ １，４７７．２ １，０２４．０ ６９．３ ２３ １，８０３．２ １７２．０ ９．５
Ｇ Ｈ ２９ ４３９．６ ４４２．０ １００．５
小 規 模 多 機 能 型 １１ ２７５．０ １７０．０ ６１．８ １ ２９．０ ２．０ ６．９
看護小規模多機能型 １０ ２５３．０ １５４．０ ６０．９ ６ １６５．０ ２２．０ １３．３
単 独 型 短 期 入 所 ４ ７８．６ １８０．０ ２２９．０ ４ １０３．５ １２．０ １１．６
介 護 医 療 院 ４ １９３．５ １５９．０ ８２．２ ４ １９３．５ ４８．０ ２４．８
全 体 ８７ ３，４０１．９ ２，６８５．０ ７８．９ ４６ ２，９７７．６ ２８６．０ ９．６
※要医療行為利用者数とはたん吸引・胃ろうの管理が必要な人数
※小規模多機能型・看護小規模多機能型の平均利用者総数は登録人数の総数

業態
職
場
数

平均介護度
無
回
答

平均

～

２．５
未満

２．５～

３．０
未満

３．０～

３．５
未満

３．５～

４．０
未満

４．０～

４．５
未満

４．５
以上～ ２０２５

年
２０２４
年

特 養 ３６ ２ １５ １２ ７ ３．９ ３．９

老 健 ５３ １ １０ ２６ ７ １ １ ７ ３．２ ３．３

Ｇ Ｈ ５５ １３ ８ ９ １ ２４ ２．６ ２．８

小 規 模
多機能型 １４ ８ ５ １ ２．４ ２．６

看護小規模
多 機 能 型 １４ ５ ４ ２ ２ １ ３．４ ３．３

単 独 型
短期入所 １０ ５ ５ ３．０ ３．１

介 護
医療院 ４ ２ ２ ４．０ ４．３

９ 業態別利用者の総数および認知症・要医療行為利用者数

全利用者に占める「認知症の利用者」、たん吸引または胃ろうの管理が必要な「医療行為が必要な利用
者」の割合を集計しています。
平均利用者数と認知症利用者数の両方に回答のあった（有効回答）施設は８７施設となっています。認知症

利用者数は２,６８５．０人となっており、利用者数に占める割合は７８．９％となっています。特養では８１．２％の利
用者が認知症という結果になっています。ＧＨ、短期入所で認知症利用者数が１００％を超えているのは、Ｇ
Ｈでは定員規模が小さいこと、短期入所では短期で利用者が入れ変わるため、その影響から入退所が同日に
行われるためであることが推測されます。
要医療行為利用者数も同様の方法で集計しています。（有効回答）施設数は４６施設で、老健からの回答が
半数を占めています。医行為を必要とする割合としては、介護医療院が２４．８％次いで看護小規模多機能１３．３
％となっています。

１０ 平均介護度別の職場の分布

利用者の平均介護度別に職場の分布を集計してい
ます。
特養の平均介護度が３．９と高くなっており、平均
介護度４以上の職場（有効回答数中）が３３．３％あ
り、要介護度が高い水準になっています。介護医療
院においても、回答数は４件ですが平均介護度は４．０
と高くなっています。老健、看多機、短期入所で
は、平均介護度は３．５以下ですが、要介護度３以上
と高くなっています。
各業態とも、平均介護度は若干の微増減はあるも

のの前回とほぼ同様の傾向となっています。
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業態 職場数
シフト数

無回答 平均
１通り ２通り ３通り ４通り ５通り ６通り ７通り ８通り ９通り １０通り

以上
特 養 ３６ ３ ６ ４ ２ ２ ４ １ １４ ５．５通り
老 健 ５３ １ １ ９ １１ ９ ６ ４ １ １１ ５．７通り
Ｇ Ｈ ５５ ３ １９ １３ ３ １ １ １５ ４．７通り
小 規 模 多 機 能 型 １４ ２ ４ １ ２ ２ ３ ５．５通り
看護小規模多機能型 １４ ２ １ ３ ５ １ １ １ ４．６通り
単 独 型 短 期 入 所 １０ １ ３ ２ １ １ １ １ ５．６通り
介 護 医 療 院 ４ ２ １ １ ６．７通り

全 体 １８６ １ ３ １０ ４４ ３８ １５ １２ ９ １ ７ ４６ ５．３通り

平均シフト数

特養 老健 ＧＨ 小規模＆
看護小規模 短期入所 介護医療院 全体

２０１４年 ５．４通り ４．９通り ４．４通り ５．０通り ４．９通り ― ４．９通り
２０１５年 ５．３通り ５．３通り ４．５通り ５．３通り ５．２通り ― ５．１通り
２０１６年 ６．４通り ５．０通り ４．４通り ５．７通り ５．３通り ― ５．２通り
２０１７年 ６．０通り ５．６通り ４．５通り ４．８通り ５．８通り ― ５．４通り
２０１８年 ７．２通り ５．３通り ４．７通り ５．２通り ５．３通り ― ５．６通り
２０１９年 ６．５通り ５．３通り ４．５通り ５．８通り ６．７通り ５．０通り ５．６通り
２０２０年 ５．９通り ５．８通り ４．８通り ５．１通り ５．６通り ６．０通り ５．６通り
２０２１年 ６．７通り ５．４通り ４．９通り ５．１通り ５．８通り ６．４通り ５．６通り
２０２２年 ７．３通り ５．２通り ５．１通り ５．７通り ５．５通り ５．２通り ５．５通り
２０２３年 ６．２通り ５．４通り ５．０通り ５．１通り ５．３通り ５．０通り ５．３通り
２０２４年 ５．２通り ５．５通り ５．０通り ４．７通り ４．８通り ５．３通り ５．１通り
２０２５年 ５．５通り ５．７通り ４．７通り ５．０通り ５．６通り ６．７通り ５．３通り

過去のデータとの比較（全体）

１１ シフト数

介護施設では、利用者の生活リズムに合わせて介護が提供されますが、人員不足や介護報酬が低いことな
どから働き方を効率化させ、食事や起床の時間帯など特にケアが必要な時間帯に勤務者数を多く配置してい
ます。そのため、勤務シフト（早番・日勤・遅番・夜勤）が多いのも介護施設の特徴です。
全体の平均シフト数は、昨年５．１通りから５．３通りと微増しています。有効回答数のうち５８．６％の職場が平
均５通り以上のシフト数を回答しています。６通り以上の回答数は３１．４％となっています。シフト数の平均
は「６．７通り」と介護医療院が最も多くなっています。シフト数が１０通り以上は、特養以外のすべての業態
で回答があり、老健の「１５通り」が最高となっています。
勤務シフトが多くなれば多くなるほど、日ごとの出勤時間にばらつきがでるため、生活サイクルが一定せ

ず、職員や職員の家族への負担が大きくならざるを得ません。介護や医療は２４時間３６５日、休みなく求めら
れるため、交替制（シフト）勤務は避けられませんが、職員の負担を減らすためにも、職員の配置数を増や
してシフト数を減らすことが求められます。

結果
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３交替 変則
３交替

２交替・
３交替の
混合

２交替
当直と
３交替の
混合

当直と
２交替の
混合

当直

５ ５ １ １１２

変則３交替夜勤とは
通常の３交替夜勤の入り時間（午前０時～１時）を前倒しする勤務のこと。２暦日にまたがりながら
勤務としては１日となるため、暦日と勤務日数との間にずれが生じます。そのため、夜勤明けから
翌日の勤務までの２４時間以上の勤務間隔を休日扱いとされているケースが発生しています。

夜勤形態の比率（施設）

３交替 変則
３交替

２交替・
３交替の
混合

２交替
当直と
３交替の
混合

当直と
２交替の
混合

当直

７ １２ ２ １６４

夜勤形態の比率（職場）

１２ 夜勤形態

１ 施設単位の集計
施設単位での集計では、２交替制勤務による夜勤（以下、２交替夜勤）が９１．１％（１１２施設）となって

います。過去の調査結果でも、２交替夜勤は８０％台後半から９０％台前半で推移しています。２交替夜勤
は、多くの場合で１６時間前後の長時間夜勤となるため、労働負担が大きくなります。
２交替夜勤と３交替制勤務による夜勤（以下、３交替夜勤）の混合型夜勤については、２交替夜勤の職

場と３交替夜勤の職場が併存している施設は１施設ありました。
３交替夜勤は８．２％（１０施設、うち変則３交替夜勤が５施設）となっています。過去の調査結果を通し

ても、３交替夜勤を実施している施設は全体の１０％前後となっています。

２ 職場単位の集計
職場単位の集計では、２交替夜勤の職場は８８．６％（１６４職場）となっています。一方、３交替夜勤の職場
は１０．３％（１９職場、うち変則３交替が１２職場）となっています。
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業態 ３交替 変則
３交替

３交替と
２交替の混合

２交替
（１６時間未満）

２交替
（１６時間以上）

当直と
３交替

当直と
２交替 当直 無回答 合計

特 養 ４ １ １０ １５
老 健 ４ ３０ ３４
Ｇ Ｈ ３ ２９ ３２
小規模型＆
看護小規模型 ６ ２２ ２８

単独型短期入所 １ １ ４ ４ １０
介護医療院 １ ３ ４

全 体 ５ ５ １ １４ ９８ １２３

３交替 ２交替 その他
２０１４年 １２．３ ８６．８ ０．９
２０１５年 １０．５ ８８．１ １．４
２０１６年 ６．８ ９０．２ ３．０
２０１７年 ６．２ ９２．５ １．４
２０１８年 １０．５ ８８．７ ０．８
２０１９年 １１．５ ８７．０ １．５
２０２０年 １６．５ ８２．０ １．４
２０２１年 １０．１ ８７．６ ２．３
２０２２年 １０．４ ８７．４ ２．２
２０２３年 １０．７ ８９．３
２０２４年 ８．９ ８９．３ １．８
２０２５年 ８．１ ９１．１ ０．８

過去のデータとの比較 （％）

※その他は「2交替・3交替混合」「当直」

３ 業態別の集計（施設単位）
施設ごとの夜勤形態を業態別にみると、ＧＨ、小多機＆看多機などの小規模な事業所では全ての施設で２

交替夜勤となっています。
３交替夜勤を実施している施設は１０施設でした。定員については１０施設全てから回答があり、６０床以上の
ベッド数は７施設ありました。また、６０床以上のベッド数を持つ７施設中６施設が職員数に関して回答し、
５施設が３０人以上の職員数であることから、一定規模のある施設であることが分かりました。過去の調査結
果からは、規模が小さく人員体制が少ない事業所で、３交替夜勤の負担が１人あたりの夜勤日数に跳ね返っ
てしまうという実態も明らかになっています。
なお、１６時間以上の夜勤を実施している施設は、回答があった１２３施設のうち、９８施設７９．７％、１６時間未

満も含めて２交替夜勤を実施している１１２施設のうち８７．５％となっています。

結果

医療労働 １７



有効回答
職場数

準 夜 深 夜
業 態 ０．３人

体制
１人
体制

１．５人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

０．３人
体制

１人
体制

１．５人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

特 養 １１ １ ８ ３
老 健 ６ ５ １ ５ １
Ｇ Ｈ
小規模型＆看護小規模型
短 期 入 所 ２ １ １ １
介 護 医 療 院 １ １ １

有効回答
職場数

２交替

業 態 ０．５人
体制

１人
体制

１．３
または
１．５
体制

２人
体制

２．３
または
２．５
体制

３人
体制

３．３
または
３．５
体制

４人
体制

４．３
または
４．５
体制

５人
体制

５．３
または
５．５
体制

６人
体制

６．３
または
６．５
体制

７人
体制

７．３
または
７．５
体制

８人
体制

特 養 ２５ １５ ６ ２ １ １
老 健 ４７ ４ ３ １９ ２ １５ ４
Ｇ Ｈ ５５ ５５
小規模型＆看護小規模型 ２８ ２８
短 期 入 所 ９ ７ ２
介 護 医 療 院 ３ ２ １

１３ 職場単位の夜勤配置

介護施設の夜勤配置は業態ごとに要件が定められています（３５ページ参照）が、利用者数に応じて配置要
件が定められているのは特養と短期入所だけとなっており、老健では最低限の人数しか定められていませ
ん。利用者の状態や施設の構造が要件に考慮されていないため、職員が複数階を掛け持ちしたり、実質的な
１人夜勤が生じています。
ＧＨや小多機、看多機の要件では、夜勤配置は１人以上（ＧＨは１ユニットに１人以上）とされているた

め、１人体制の夜勤が恒常的に行われています。夜間とはいえ、利用者への対応や日中にできなかった業務
（洗濯や掃除など）、翌朝の朝食の準備など、夜間帯に行わなければならない業務があるため、１人夜勤で
は仮眠はおろか、休憩すらほとんど取れない状態となっています。また、たとえ休息が取れていたとして
も、何かあればすぐに対応しなければならない状況に置かれている時間は「手待ち時間」＝労働時間と厚生
労働省も通知を出しています。現場では１人夜勤中に職員が突発的な病気で倒れてしまい、翌朝まで発見さ
れなかった事故や、近年では洪水や震災などの災害も多発しています。利用者・職員の安全と災害時の対応
を考えても１人夜勤は一刻も早く改善しなければなりません。

１ ３交替夜勤
３交替夜勤は、比較的に施設規模の大きい特養、老健からの回答が中心となっています。特養では、準夜

と深夜で１人体制を回答した職場が１件、変則３交替で深夜の１人体制のみを回答したのは７職場となって
います。老健では、準夜帯、深夜帯ともに複数体制となっています。短期入所では変則夜勤の回答が１件あ
り、深夜勤で複数体制がとれている回答となっています。介護医療院は１職場からの回答で、準夜勤は４人
体制で深夜勤では３人体制の回答となっています。

２ ２交替夜勤
２交替夜勤の職場で、複数体制をとれているのは全体３４．７％（１．３or１．５の３回答を含む）となっており、

残りの６５．３％が１人体制となっています。ＧＨや小多機＆看多機では、すべての職場が１人体制となってお
り、特養でも職場単位で見ると６０．０％、短期入所では７７．８％が１人体制となっています。老健では、２人体
制の職場が４０．４％と回答の大半を占めていますが、１人と１．３または１．５体制の職場が１４．９％となっていま
す。
老健で体制が小数点表記になっているのは、看護職員が複数のフロアをまたがって受け持っているためです。

１８ 医療労働



※以下の１の３交替夜勤（準夜・深夜）、２の２交替夜勤ともに、平均
利用者数と夜勤配置の両方に回答があった施設の傾向になります。

特 養 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

準夜 深夜
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１～２５以下
２６～３０以下 １ ２７．８ １ １．０ １ ２７．８ １ １．０
３１～４０以下
４１～５０以下
５１～６０以下
６１～７０以下
７１～８０以下 ２ ７８．９ １ １ ３．５
８１～９０以下
９１～１００以下
１０１以上

※利用者数に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

老 健 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

準夜 深夜
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１～１０以下
１１～２０以下
２１～３０以下
３１～４０以下 １ ３６．６ １ ２．０ １ ３６．６ １ ２．０
４１～５０以下 １ ４９．０ １ １ ３．０ １ ４９．０ １ １ ３．０
５１～６０以下
６１～７０以下
７１～８０以下
８１～９０以下 １ ８８．１ １ １ ４．０ １ ８８．１ １ １ ４．０
９１～１００以下
１０１以上

Ｇ Ｈ 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

準夜 深夜
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１～１０以下
１１～２０以下
２１～３０以下

※利用者数に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。
※定員４０人以下の老健で、常時、緊急連絡体制をとっている場合は１人以上

ＧＨ：３交替を実施している報告はありませんでした。

※利用者数に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

１４ 平均利用者数別の夜勤配置（施設単位）

１ ３交替夜勤（準夜・深夜）
特養：３施設から３交替夜勤の回答がありました。回答は３施設全てで変則３交替の回答でした。深夜勤

の回答があって準夜勤の回答がないのは、変則３交替夜勤を実施しているためです。

老健：回答のあった全ての施設で複数体制となっています。看護師の配置については、準夜、深夜を通し
て、２施設で配置がありました。

結果

医療労働 １９



小規模型＆
看護小規模型 有効

回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

準夜 深夜
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１～１０以下

※利用者数に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

単独型
短期入所 有効

回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

準夜 深夜
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１～２５以下 １ １７．４ １ ２．０
２６～３０以下
３１～４０以下 １ ３１．４ １ １ １．０ １ ３１．４ １ １ １．０
４１～５０以下
５１～６０以下
６１～７０以下

※利用者数に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

介護医療院 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

準夜 深夜
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

３１～６０以下
６１～７０以下 １ ６４．３ １ １ ４．０ １ ６４．３ １ １ ３．０
７１～９０以下
９１～１００以下

※利用者数に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

特 養 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

夜勤
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

７人
体制

８人
体制

９人
体制

１０人
体制

１～２５以下 １ １９．０ １ １．０
２６～３０以下
３１～４０以下 １ ３６．１ １ ３．０
４１～５０以下
５１～６０以下
６１～７０以下 １ ６７．０ １ ３．０
７１～８０以下 １ ８０．０ １ ４．０
８１～９０以下 １ ８４．０ １ ４．０
９１～１００以下 ３ ９４．５ １ ２ ４．７
１０１以上 ２ １１２．０ ２ ６．０

※利用者数に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

小多機＆看多機：３交替夜勤を実施している小多機の報告はありませんでした。

短期入所：２施設から回答がありました。通常３交替、変則３交替を実施している１施設ずつからの回答と
なっています。１人体制と回答した１施設は２交替との混合です。２５人以下で２人体制を回答している施設
は、変則３交替と回答しています。夜勤体制は完全に１人体制とはなっていないものの、施設単位で体制の
取り方が異なり、複雑な働き方となっています。

介護医療院：１施設からの回答になりますが、夜勤の体制は複数体制となっています。

２ ２交替夜勤
特養：４施設が配置要件

以上の夜勤者を配置してい
ました。４施設全てで特養
と短期入所を併設していま
す。特養の夜勤配置の要件
は、利用者数に応じた設定
になっていますが、実際に
は施設の構造や利用者の状
態を考慮して配置がされた
ものと考えられます。

２０ 医療労働



老 健 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

夜勤
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

７人
体制

８人
体制

９人
体制

１０人
体制

１～１０以下
１１～２０以下
２１～３０以下 ３ ２７．２ ３ １ ２．０
３１～４０以下
４１～５０以下 ４ ４５．６ １ ３ ３ ２．８
５１～６０以下 ２ ５５．０ ２ ２ ３．０
６１～７０以下 １ ６７．０ １ ４．０
７１～８０以下 ２ ７７．３ １ １ ２ ３．５
８１～９０以下 ８ ８７．６ ６ ２ ７ ４．３
９１～１００以下 ５ ９４．３ ３ １ １ ５ ４．６
１０１以上 ２ １３３．０ １ １ ２ ７．５

※利用者数に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。
※定員４０人以下の老健で、常時、緊急連絡体制をとっている場合は１人以上

Ｇ Ｈ 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

夜勤
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

７人
体制

８人
体制

９人
体制

１０人
体制

１～１０以下 ９ ８．９ ９ １．０
１１～２０以下 １９ １７．６ １９ ２．０
２１～３０以下 １ ２６．１ １ ３．０

※利用者に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

小規模型＆
看護小規模型 有効

回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

夜勤
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

７人
体制

８人
体制

９人
体制

１０人
体制

１～１０以下 ２４ ８．１ ２４ １ １．０

※利用者に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

単独型
短期入所 有効

回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

夜勤
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

７人
体制

８人
体制

９人
体制

１０人
体制

１～２５以下 ７ １５．８ ５ ２ １．３
２６～３０以下
３１～４０以下 １ ３１．４ １ １ １．０
４１～５０以下 １ ４７．０ １ １．０
※利用者に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

老健：同規模であって
も、施設ごとに配置数に違
いがあります。施設の構造
や利用者の状態などが影響
しているものと考えられま
す。看護師については８１．５
％の施設で夜勤の配置がさ
れています。

ＧＨ：２０１２年の報酬改定から１ユニット（利用定員９人以下）に１人以上の夜勤者を配置しなければな
らなくなりました。２ユニット、３ユニットのＧＨでは、施設としては複数体制になっています。２１年度
の報酬改定時に３ユニットの事業所は２人体制が可能となりましたが、昨年に引き続き、今回の調査で
も、その影響は見られませんでした。しかし、実質的にはすべての職場で１人夜勤となっている実態があ
ります。夜間は利用者の急変も起きやすい時間帯ですが、その時間帯をたった１人で勤務しなければなら
ないため、職員の精神的な負担や不安感が強いのが１人夜勤の特徴です。

　小多機＆看多機：小多機や看多機の泊りの定員の上限は９人と決められています。調査では、全ての施設
で１人体制となっています。ＧＨと同様、９人以下と利用者数は少なくなっていますが、精神的負担が大き
い職場です。看護師配置は１施設から有の回答がありますが、同一建物に複数業態が存在し、職員の行き来
がある施設からの回答となっています。

短期入所：複数体制がとれ
ている施設は２施設となって
います。また、２施設で配置
要件を上回る配置をしていま
した。一方で、３１人以上～４０
人以下で配置を下回る回答が
１施設ありますが、３交替と
２交替混合の施設のため２交
替では１人という表記になっ
ています。

結果
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介護医療院 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

夜勤
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

７人
体制

８人
体制

９人
体制

１０人
体制

２１～３０以下 １ ２８．０ １ １ ２．０
３１～４０以下
４１～５０以下 １ ４１．２ １ １ ２．０
５１～６０以下 １ ６０．０ １ １ ３．０
６１～７０以下

※利用者に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

業 態 施設数 夜勤に
入った人数

うち非正規
職員人数

非正規
職員の
割合（％）

非正規職員
が夜勤に
入った施設数

非正規職員が
夜勤に入った施設
割合（％）

特 養 １５ ４００ ４２ １０．５ ４ ２６．７
老 健 ３３ ８２０ ５８ ７．１ １５ ４５．５
Ｇ Ｈ ３１ ２７３ ８５ ３１．１ ２１ ６７．７
小 規 模 多 機 能 型 １３ ８６ １６ １８．６ ５ ３８．５
看護小規模多機能型 １４ １０７ ２１ １９．６ ４ ２８．６
単 独 型 短 期 入 所 １０ ７６ ３ ３．９ ３ ３０．０
介 護 医 療 院 ４ ８７ １３ １４．９ ３ ７５．０
全 体 １２０ １，８４９ ２３８ １２．９ ５５ ４５．８

介護医療院：３施設から
回答があり、全ての施設で
看護師配置が有となってい
ます。

１５ 夜勤に入った非正規職員数（施設単位）

少ない人員体制に加えて人員不足が深刻な中で、多くの施設では非正規職員も夜勤に入る状況になってい
ます。全体では、有効回答のあった１２０施設のうち、５５施設で非正規職員が夜勤に入っています。また、夜
勤に入った職員の１２．９％が非正規職員となっています。ＧＨに関しては、夜勤に入った非正規職員の割合が
３１．１％と、他の業態より高い割合となる傾向にあります。

非正規職員が夜勤に入った施設を業態別でみると、介護医療院が７５．０％、ＧＨが６７．７％と高い割合になっ
ています。次いで、老健の４５．５％、小多機の３８．５％となっています。
昨年と比較すると介護医療院が６６．７％から７５．０％、ＧＨが６０．０％から６７．７％、老健が３９．３％から４５．５％、
看多機、２０．０％から２８．６％へと割合が増加しています。
一方で、特養は３３．３％から２６．７％、小多機は４２．９％から３８．５％、短期入所は４１．７％から３０．０％へと割合が
減少しています。
全体の割合は昨年４２．２％から４５．８％と微増しています。

１６ 夜勤日数（回数）（施設単位）

１カ月の夜勤日数（回数）に法規制はありませんが、看護師には「月８日以内（２交替夜勤に換算すると
４回以内）」という指針が出されています（看護師確保指針）。職員の負担を軽減するためにも、夜勤ができ
る職員を確保して夜勤日数（回数）を制限する必要があります。しかし、人員不足や制度上のさまざまな問
題がある中で、職員１人あたりの夜勤日数（回数）を増やしたり非正規職員を夜勤に組み込んだりせざるを
得ないという状況になっています。

２２ 医療労働



調査
施設数 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日

以上 合計

特 養 ４ ５ ６ １２ ４７ ２４ ７ ６ ３ １１０

老 健 ４ ２ ２ ５ ６ ２５ ５０ ２ ８ １００

Ｇ Ｈ

小規模型＆
看護小規模型
単 独 型
短 期 入 所 ２ ２ ５ ６ ４ １７

介護医療院 １ １ ４ ２ ９ ９ ５ １ １ ３２

全 体 １１ ５ １０ １３ ５３ ３６ ２８ ４４ ５８ ３ ９ ２５９

６日以下 ７日 ８日 ９日以上 ６日以下 ７日 ８日 ９日以上 最多日数
２０１４年 １０５ ４９ ６２ ４６ ４０．１ １８．７ ２３．７ １７．６ １３
２０１５年 １３７ ３９ ９４ ７２ ４０．２ １１．４ ２７．６ ２０．８ １４
２０１６年 ８８ ３３ ７９ ４１ ３６．５ １３．７ ３２．８ １７．０ １０
２０１７年 ８４ ２６ ９７ ３０ ３５．４ １１．０ ４０．９ １２．７ １２
２０１８年 １３６ ４５ ６８ ２０ ５０．６ １６．７ ２５．３ ７．４ ２０
２０１９年 ２０８ ５３ ５８ ４３ ５７．５ １４．６ １６．０ １１．９ ２１
２０２０年 ３０９ ５３ ７６ ７０ ６０．８ １０．４ １５．０ １３．８ ２２
２０２１年 １７７ ５１ ８１ ５２ ４９．０ １４．１ ２２．４ １４．４ １９
２０２２年 １５６ ４５ ７５ ４５ ４８．６ １４．０ ２３．４ １４．０ １２
２０２３年 １３５ ４２ ６０ １９ ５２．７ １６．４ ２３．４ ７．４ ２０
２０２４年 １３４ ３４ ４４ １４ ５９．３ １５．０ １９．５ ６．２ １５
２０２５年 １４５ ４４ ５８ １２ ５６．０ １７．０ ２２．４ ４．６ １３

２０２５年 ２０２４年
９日以上
割合
（％）

平均
夜勤日数

最多
夜勤日数

夜勤専門
（人）

９日以上
割合
（％）

平均
夜勤日数

最多
夜勤日数

夜勤専門
（人）

特 養 ４．３ ８ ４．３ ６

老 健 １０．０ ７．５ １３ １ １２．０ ６．９ ９

Ｇ Ｈ

小規模型＆
看護小規模型
単 独 型
短 期 入 所 ５．５ ７ ４．９ ５．９ １５ ２

介護医療院 ６．３ ６．４ １３ １ １０．０ ７．０ ９ ２

全 体 ４．６ ５．８ １３ ２ ６．２ ５．８ １５ ４

（人）

過去のデータとの比較（全体） （人） （%）

１ ３交替夜勤
３交替の施設では、９日を超えて夜勤に入っている職員は４．６％となり、全体では前回の６．２％から微減し
ています。昨年の調査では、特養が８日以内に収まっていましたが、今年の調査では短期入所のみ８日以内
の回答となりました。
夜勤の最多日数は老健と介護医療院が１３回となりました。老健は昨年の１５回より微減しています。夜勤専

門職員は昨年６人に対し今年は２人となっています。

結果

医療労働 ２３



３回以下 ３.５回 ４回 ４.５回以上 ３回以下 ３.５回 ４回 ４.５回以上 最多回数
２０１４年 ３８０ ３６ ５６０ ４８６ ２６．０ ２．５ ３８．３ ３３．２ １２
２０１５年 ５２４ ７３ ７４２ ８１６ ２４．３ ３．４ ３４．４ ３７．９ １２
２０１６年 ４７７ ５４ ７０７ ９３０ ２２．０ ２．５ ３２．６ ４２．９ １１
２０１７年 ４３０ ５３ ６５２ ８５７ ２１．６ ２．７ ３２．７ ４３．０ １４
２０１８年 ４４９ ５６ ７１８ ６９９ ２３．４ ２．９ ３７．４ ３６．４ １４
２０１９年 ４０８ ４８ ６４０ ８２３ ２１．３ ２．５ ３３．４ ４２．９ １５
２０２０年 ４１４ ３４ ７１０ ７２０ ２２．０ １．８ ３７．８ ３８．３ １４
２０２１年 ３９５ ３７ ６５０．６ ７２３ ２１．９ ２．０ ３６．０ ４０．０ １４
２０２２年 ３８９ ３８ ５７８ ７４５ ２２．２ ２．２ ３３．０ ４２．６ １４
２０２３年 ３４０ ３２ ４９２ ６２９ ２２．８ ２．１ ３３．０ ４２．１ １４
２０２４年 ３１０ ２１ ４１２ ５４３ ２４．１ １．６ ３２．０ ４２．２ １４
２０２５年 ３５９ ３８ ４５５ ７４２ ２２．５ ２．４ ２８．５ ４６．５ １３

調査
施設数

０．５
回迄

１
回

１．５
回

２
回

２．５
回

３
回

３．５
回

４
回

４．５
回

５
回

５．５
回

６
回

６．５
回

７
回

７．５
回

８
回

８．５
回

９
回

９．５
回

１０回
以上 合計

特 養 １１ ２ １ ２３ ３ ３８ ９ ８２ ７ ６４ ５ ３９ ６ ４ ５ ２８８

老 健 ３０ １ １２ １ ４１ ８９ １８ ２６１ ３８ １６４ １８ ５２ １ １１ １ ７ ２ ４ １ ７２２

Ｇ Ｈ ３２ ５ １ １４ ２８ ５ ３７ ８１ １１ ２８ ４ ２２ １０ ２ ９ １ ２５ ２８３

小規模型＆
看護小規模型 ２６ １９ ２ ２０ ２ ３７ ３ ４９ ２ ２７ １ ５ ２ ３ ３ ２ １ １０ １８８

単 独 型
短 期 入 所 ９ １ ４ ７ １５ １０ ２ １ ４ １４ ５８

介護医療院 ３ ３ １ ６ ５ ３ １９ ５ １０ １ １ １ ５５

全 体 １１１ １ ４１ ６ １０５ ５ ２０１ ３８ ４５５ ５２ ３６１ ３６ １３５ ７ ４４ １ ２５ ６ １９ ２ ５４ １，５９４

２０２５年 ２０２４年
４．５回以上
割合
（％）

平均
夜勤回数

最多
夜勤回数

夜勤専門
（人）

４．５回以上
割合
（％）

平均
夜勤回数

最多
夜勤回数

夜勤専門
（人）

特 養 ４５．１ ４．４ １３．０ ７ ５１．１ ４．４ １３．０ ６
老 健 ４１．４ ４．３ ９．５ ４ ３４．１ ４．３ １１．０ ４
Ｇ Ｈ ６８．２ ５．４ １３．０ ４２ ６９．６ ５．５ １４．０ ４２
小規模型＆看護小規模型 ２９．８ ４．０ １３．０ ４４ ２１．８ ３．９ １３．０ ３３
単 独 型 短 期 入 所 ７９．３ ６．５ １３．０ ２４ ５４．９ ４．９ １３．０ ６
介 護 医 療 院 ３２．７ ３．８ ９．０ １１ ２５．６ ３．８ ６．０ ６
全 体 ４６．５ ４．５ １３．０ １３２ ４２．２ ４．４ １４．０ ９７

（人）

（%）過去のデータとの比較（全体） （人）

２ ２交替夜勤
夜勤が４回を超える職員は１，５９４人中７４２人（４６．５％）にのぼりました。そのうち、夜勤専従者は１３２人です。
最多の夜勤回数については、老健とＧＨで微減となりましたが、介護医療院では増加、その他では横ばい
となっています。とりわけ、ＧＨでは夜勤回数が多くなる傾向があり、今回の調査でも４回を超えるＧＨの
夜勤者は６８．２％となっています。ＧＨでは夜勤専門の職員の数が多くなる傾向にあり、今回の調査でも夜勤
者２８３人のうち４２人と、１４．８％が夜勤専門の職員でした。また、今回、短期入所では、４．５回以上の夜勤が７９．３
％と昨年よりも増加しました。
１人あたりの平均夜勤回数も改善傾向は見られません。介護医療院では４回以内に収まっているものの、

その他の業態では平均夜勤回数でも４回を超え、短期入所では最多の６．５回となっています。小多機＆看多機
は、泊りサービスの利用希望の有無で夜勤自体がない日もあるため、平均回数が４．０回に収まっていることが
考えられます。

２４ 医療労働



夜勤協定の有無 割合（％）
有 無 有 無

２０１４年 ５９ ４０ ５９．６ ４０．４
２０１５年 ６３ ５４ ５３．８ ４６．２
２０１６年 ６６ ５８ ５３．２ ４６．８
２０１７年 ７３ ６８ ５１．８ ４８．２
２０１８年 ７１ ４６ ６０．７ ３９．３
２０１９年 ７４ ５１ ５９．２ ４０．８
２０２０年 ７９ ４８ ６２．２ ３７．８
２０２１年 ８１ ４８ ６２．８ ３７．２
２０２２年 ８５ ４０ ６８．０ ３２．０
２０２３年 ６９ ３８ ６４．５ ３５．５
２０２４年 ６２ ４２ ５９．６ ４０．４
２０２５年 ５６ ４８ ５３．８ ４６．２

有効
回答
施設数

夜勤協定の有無 割合（％）
２０２５年 ２０２４年

有 無 有 無 有 無
特 養 １５ ４ １１ ２６．７ ７３．３ ３３．３ ６６．７
老 健 ３３ １８ １５ ５４．５ ４５．５ ６６．７ ３３．３
Ｇ Ｈ ２６ １６ １０ ６１．５ ３８．５ ５７．１ ４２．９
小 規 模
多 機 能 型 １０ ４ ６ ４０．０ ６０．０ ６８．８ ３１．３

看護小規模
多 機 能 型 １０ ７ ３ ７０．０ ３０．０ ８０．０ ２０．０

単 独 型
短 期 入 所 ６ ３ ３ ５０．０ ５０．０ ４１．７ ５８．３

介護医療院 ４ ４ １００．０ １００．０

うち 組 合
な し ８ ８ １００．０ １１．１ ８８．９

全 体 １０４ ５６ ４８ ５３．８ ４６．２ ５９．６ ４０．４

過去のデータとの比較（全体）

３交替職場の夜勤協定の回数

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日
以上 無回答 合計 平均

（日）
最高
（日）

９日
以上

特 養 １ １ ４．０ ４
老 健 ４ ４ ８．０ ８
Ｇ Ｈ
小 規 模 多 機 能 型
看護小規模多機能型
単 独 型 短 期 入 所 １ １ ４．０ ４
介 護 医 療 院 １ １ ９．０ ９ １

全 体 ２ ４ １ ７ ７．０ ９ １

１７ 夜勤協定の有無、協定日数（施設単位）

前項１６夜勤日数（回数）で述べたとおり、介護職には夜勤日数（回数）の上限を定めた法律も指針もありま
せん。従って、労働組合が主体的に施設側と協議を行い、独自に上限を協定（夜勤協定）することで、夜勤
者に過度な負担を負わせないようにすることが重要になります。この間の調査では夜勤協定の締結率は５～
６割程度となっており、今回の調査では５３．８％でした。この間の調査での締結率を鑑みれば、協定は単年度
のものとせず、恒久的に確実なものにしていくことが求められます。また、協定回数については、２交替夜
勤でありながら協定回数が４回を上回っている施設が半分以上という状況が続いています。なお、日本医労
連の夜勤実態調査（医療施設）によれば、医療施設の夜勤協定の締結率はおおむね７割程度となっていま
す。

１ 夜勤協定の有無
回答があった１０４施設のうち５６施設（５３．８％、前回５９．６％）で夜勤協定は「有」としています。業態別で

は、特養と小多機を除いて、「有」の割合が半数以上になっています。特養と小多機を昨年と比較すると協
定「有」の割合は、特養は３３．３％から２６．７％と減少、小多機も６８．８％から４０．０％に減少しています。

２ ３交替夜勤を実施している施設の協定日数
３交替夜勤の施設で夜勤協定の有無について回答があった７施設のうち、夜勤協定が「有」と回答し、な

おかつ日数の回答もあった施設は特養１施設、老健４施設、短期入所１施設、介護医療院１施設となってい
ます。そのうち、月８日を超える協定日数となっているのは介護医療院１施設となっています。

結果

医療労働 ２５



※は回数が「２月当たり」で協定されているものを便宜上、１月当たりに置き換えたもの
２交替職場の夜勤協定の回数

１回 ２回 ３回 ４回
※４回超
～

５回未満
５回 ６回 ７回 ８回 ９回 １０回

以上 無回答 合計 平均
（回）

最高
（回）

４．５回
以上

特 養 １ １ １ ３ ４．８ ５．０ ２
老 健 ７ ２ ２ １ ２ １４ ４．８ ８．０ ５
Ｇ Ｈ ２ ７ ２ ２ １ ２ １６ ５．３ １３．０ １２
小 規 模 多 機 能 型 １ １ １ １ ４ ６．８ １３．０ ２
看護小規模多機能型 ４ ２ １ ７ ４．６ ６．０ ３
単 独 型 短 期 入 所 １ １ ２ ９．０ １３．０ ２
介 護 医 療 院 １ １ １ ３ ７．０ ９．０ ２

全 体 １ １４ ９ ８ ５ ２ １ ３ ６ ４９ ５．４ １３．０ ２８

業 態
有効
回答
施設数

夜勤体制に関わる
加算の取得

割合（％）
２０２５年 ２０２４年

有 無 有 無 有 無
特 養 １４ １０ ４ ７１．４ ２８．６ ７５．０ ２５．０
老 健 ２９ ２１ ８ ７２．４ ２７．６ ７６．２ ２３．８
Ｇ Ｈ ２２ ３ １９ １３．６ ８６．４ ２１．１ ７８．９
小 規 模 多 機 能 型 １０ １０ 夜勤加算自体が制度に無い
看護小規模多機能型 ９ ９ 夜勤加算自体が制度に無い
単 独 型 短 期 入 所 ８ ２ ６ ２５．０ ７５．０ ４４．４ ５５．６
介 護 医 療 院 １００．０

全 体 ７３ ３６ ３７ ４９．３ ５０．７ ５３．７ ４６．３

※合計は小規模多機能型・看護小規模多機能型を除外して算出

３ ２交替夜勤を実施している施設の協定回数
２交替夜勤の施設では、夜勤協定の有無について回答があった４９施設のうち、夜勤協定が「有」と回答
し、かつ回数の回答もあった施設は４３施設となっています。そのうち、月４回以内の協定回数となっている
施設は１５施設で、回答のあった施設の３４．９％にとどまっています。介護には、看護師確保指針のような夜勤
に対する指針がありません。そのため、夜勤協定の締結に加えて、回数については看護師確保指針に照らし
合わせた基準を守らせていく運動が強く求められています。

１８ 夜勤体制に関する加算の取得（施設単位）

夜勤加算の取得については、加算を取得していると回答した事業所は４９．３％となっています。前回の調査
と比べ、全体的な取得率は４．４ポイント減少しています。
業態別では、特養７１．４％、老健が７２．４％、ＧＨ１３．６％、短期入所２５．０％と、加算を取得している割合が回
答のあった全ての業態で昨年より減少しています。
ＧＨの夜勤加算の取得率は、厚生労働省の調査でも３．７５％と低くなっています（２２年３月の日本医労連厚

労省要請の回答より、請求事業ベース平成３１年４月審査分、夜間支援体制加算Ⅰ＝１．４３％、夜間支援体制加
算Ⅱ＝２．３２％）。
そもそも、「厚生労働大臣が定める」とされている現行の夜勤配置の要件（３５ページ参照）はどの業態も
あまりにも配置数が少ないと言わざるを得ません。夜間勤務に対応する加算を取得して人を加配したからと
いって、決して十分な体制になっているとは言えません。また、加算の報酬水準が低いため、加算を取得す
ることでかえってコストがかさむことも危惧されます。夜勤の職員配置についても、加算ではなく配置要件
を根本的に改善する必要があります。

２６ 医療労働



１２時間以上の
勤務間隔の有無 割合（%）

有 無 有 無
２０１４年 ９０ １４ ８６．５ １３．５
２０１５年 １１２ １６ ８７．５ １２．５
２０１６年 ９４ ２８ ７７．０ ２３．０
２０１７年 １０５ ２７ ７９．５ ２０．５
２０１８年 ９２ ２４ ７９．３ ２０．７
２０１９年 ９９ ２８ ７８．０ ２２．０
２０２０年 １０２ ２９ ７７．９ ２２．１
２０２１年 ９１ ３３ ７３．４ ２６．６
２０２２年 ９１ ３３ ７３．４ ２６．６
２０２３年 ７６ ３２ ７０．４ ２９．６
２０２４年 ７６ ２６ ７４．５ ２５．５
２０２５年 ７８ ２９ ７２．９ ２７．１

業 態
有効
回答
施設数

１２時間以上の
勤務間隔の有無

割合（％）
２０２５年 ２０２４年

有 無 有 無 有 無
特 養 １２ ６ ６ ５０．０ ５０．０ ４０．０ ６０．０
老 健 ３１ ２２ ９ ７１．０ ２９．０ ６３．６ ３６．４
Ｇ Ｈ ２８ ２４ ４ ８５．７ １４．３ ９１．３ ８．７
小 規 模 型 ＆
看護小規模型 ２３ １５ ８ ６５．２ ３４．８ ８５．２ １４．８

単独型短期入所 ９ ８ １ ８８．９ １１．１ ７５．０ ２５．０
介 護 医 療 院 ４ ３ １ ７５．０ ２５．０ １００．０

全 体 １０７ ７８ ２９ ７２．９ ２７．１ ７４．５ ２５．５

勤務間隔は１２時間以上あるか

過去のデータとの比較（全体）

１９ １２時間以上の勤務間隔の有無（施設単位）

全体の傾向としては、２７．１％の施設で１２時間以上の勤務間隔が「確保されていない」と回答しており、昨
年の調査から微増しました。調査開始時から「確保されていない」の割合に大きな変化は見られていません。
業態別では、特養４０％から５０％、老健６３．６％から７１．０％、短期入所７５．０％から８８．９％と増加しましたが、
ＧＨで９１．３％から８５．７％、小多機＆看多機で８５．２％から６５．２％、介護医療院では１００％から７５．０％へと「確
保されている」割合が減っています。
「働き方改革」によって、努力義務ではありながらも勤務間インターバルの確保が２０１９年４月から義務付け
られており、すべての介護施設で十分な勤務間隔が確保されるよう早急に対策を進めることが必要です。

２０ 夜勤手当

夜勤手当は、夜間に労働するという負担に対する手当であるにもかかわらず、実態は職種や雇用形態に
よって手当の金額が異なっています。一概に夜勤手当といっても「一律額」「一律額＋割増額」「割増額（基
本時給×割増率）」など施設によって支給方法はさまざまです。また、非正規職員の夜勤手当では、１勤務
あたりの賃金（日給）として支給されている施設も見受けられました。
この調査項目では、異なる支給方法で支給される夜勤手当を額面に換算して比較しています。割増額は時

給額によって算出される額が変動するため、金額の比較ができるよう基本時給額を統一して計算していま
す。基本時給額は介護労働実態調査（介護労働安定センター）の「所定内賃金」及び「１カ月の労働時間
数」を参考としました。

結果
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業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養 １０ ５，３００ ７，５００ ２，５００ ５ ４，４００ ５，０００ ２，０００
老 健 ２５ ６，９９８ １０，７３１ ５，０００ １２ ７，０９２ １０，０００ ４，３００
Ｇ Ｈ ２５ ５，５６４ ８，０００ ４，５００ １９ ５，４４７ ８，０００ ４，５００
小規模多機能型 １０ ４，９１０ ６，３００ ３，２００ ７ ４，６８６ ６，２００ ３，２００
看護小規模多機能型 ７ ６，７００ １２，０００ ２，２００ １ ４，０００ ４，０００ ４，０００
単独型短期入所 ４ ４，９２５ ６，５００ ３，２００ ２ ４，１００ ５，０００ ３，２００
介 護 医 療 院 ３ ６，３３３ ７，７００ ４，３００

全 体 ８４ ５，９７３ １２，０００ ２，２００ ４６ ５，５５７ １０，０００ ２，０００

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養
老 健 ４ ３，１３９ ４，３００ １，４５４ ３ ２，６４３ ４，３００ １，１２８
Ｇ Ｈ
小規模多機能型
看護小規模多機能型
単独型短期入所 １ ２，０６０ ２，０６０ ２，０６０ １ ２，０６０ ２，０６０ ２，０６０
介 護 医 療 院

全 体 ５ ２，９２３ ４，３００ １，４５４ ４ ２，４９７ ４，３００ １，１２８

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養 ４ ６，２００ ８，０００ ４，８００ １ ６，０００ ６，０００ ６，０００
老 健 ４ ４，１８４ ４，７００ ３，６３５ ３ ３，７４０ ４，７００ ２，８２０
Ｇ Ｈ
小規模多機能型
看護小規模多機能型
単独型短期入所 ２ ３，５８０ ４，８００ ２，３６０ １ ２，３６０ ２，３６０ ２，３６０
介 護 医 療 院

全 体 １０ ４，８７０ ８，０００ ２，３６０ ５ ３，９１６ ６，０００ ２，３６０

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養
老 健
Ｇ Ｈ
小規模多機能型
看護小規模多機能型
単独型短期入所
介 護 医 療 院

全 体

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養
老 健
Ｇ Ｈ
小規模多機能型
看護小規模多機能型
単独型短期入所
介 護 医 療 院

全 体

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養
老 健
Ｇ Ｈ
小規模多機能型
看護小規模多機能型
単独型短期入所
介 護 医 療 院

全 体

２交替夜勤２交替夜勤

３交替準夜３交替準夜

３交替深夜３交替深夜

〈非正規職員〉
非正規職員の２交替の手当額は、支給方法が多様なため回答同士を比較することはできず、参考値になり

ます。夜間労働という同様の負荷に対する手当でありながら、非正規職員の手当が正規職員よりも低い施設
がある一方で、正規職員と同等の手当てが支給されている施設もありました。手当の最高額が同じ業態の正
規職員の額を上回っているのは、基本給（時間給）などと併せて、夜勤１回の賃金として支払われる額であ
ると考えられます。

１ 介護職員
〈正規職員〉
正規職員の２交替夜勤

の手当額は平均５，９７３円
（前回６，２９０円）となって
います。３交替夜勤の手
当額は回答数が少なく、
調査対象の違いの影響を
うけますので参考値にな
りますが、準夜で２，９２３
円（同３，１７９円）、深夜で
４，８７０円（同４，５５９円）と
なっています。夜勤手当
額は２交替夜勤も含め
て、全体的に金額が低く
なっています。
業態によって金額にば

らつきが出るのも毎回の
傾向です。２交替夜勤の
最高額で比較した場合、
最も高い看多機（１２，０００
円）と最も低い小多機
（６，３００円）では、その差は
５，７００円に及びます。ま
た、同一の業態で差が大
きいのは看多機で、最高
額と最低額の差は９，８００
円にもなります。最も夜
勤手当が低額だったのは
看多機の２，２００円 で し
た。
３交替夜勤の最高額で

の比較による業態間格差
は、準夜２，２４０円、深夜
は約３，３００円となってい
ます。また、同一の業態で
の格差は準夜・老健２，８４６
円、深夜・特養３，２００円
となっています。

２８ 医療労働



２ 看護職員
〈正規職員〉
看護正規職員の２交替

の手当て額は平均８，０４９
円（前回８，５０５円）となっ
ています。
全体の最高額を比較し

た場合の業態間の格差は
８，０００円となっていま
す。同一の業態で差が最
も大きいのは老健で、そ
の差は７，０００円にも及ん
でいます。２交替夜勤の
手当ての回答は老健が中
心になっています。老健
の正規職員の２交替夜勤
の手当額は平均８，３８３円
（前回８，６８１円）となっ
ています。
３交替夜勤の手当額

は、全体の回答数が少な
いため参考値となります
が、老健、短期入所から
の回答となっています。
準夜で平均３，５４０円（前
回４，０４０円）、深夜で平均
４，４９２円（同４，５６５円）と
なっています。
〈非正規職員〉
２交替の手当てについ

ては、老健の回答が中心
になっています。全体の
平均額は８，１９１円、最高
額１０，０００円、最低額５，０００
円となっています。
３交替の手当額は、全

体の回答数が少ないため
参考値となりますが、準
夜、深夜共に回答があっ
たのは老健と短期入所か
らになります。平均額
は、準夜勤で３，４３０円、
深夜勤で３，７８０円となっ
ています。

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養
老 健 ２０ ８，３８３ １３，０００ ６，０００ ８ ８，６７５ １０，０００ ７，３００
Ｇ Ｈ １ ８，０００ ８，０００ ８，０００ １ ８，０００ ８，０００ ８，０００
小規模多機能型 １ ５，０００ ５，０００ ５，０００ １ ５，０００ ５，０００ ５，０００
看護小規模多機能型 １ ５，１００ ５，１００ ５，１００
単独型短期入所
介 護 医 療 院 ３ ７，８３３ ９，０００ ６，８００ １ ７，７００ ７，７００ ７，７００

全 体 ２６ ８，０４９ １３，０００ ５，０００ １１ ８，１９１ １０，０００ ５，０００

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養
老 健 ３ ４，０３３ ４，８００ ２，５００ １ ４，８００ ４，８００ ４，８００
Ｇ Ｈ
小規模多機能型
看護小規模多機能型
単独型短期入所 １ ２，０６０ ２，０６０ ２，０６０ １ ２，０６０ ２，０６０ ２，０６０
介 護 医 療 院

全 体 ４ ３，５４０ ４，８００ ２，０６０ ２ ３，４３０ ４，８００ ２，０６０

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養 １ ６，０００ ６，０００ ６，０００
老 健 ３ ４，７００ ５，２００ ３，７００ １ ５，２００ ５，２００ ５，２００
Ｇ Ｈ
小規模多機能型
看護小規模多機能型
単独型短期入所 １ ２，３６０ ２，３６０ ２，３６０ １ ２，３６０ ２，３６０ ２，３６０
介 護 医 療 院

全 体 ５ ４，４９２ ６，０００ ２，３６０ ２ ３，７８０ ５，２００ ２，３６０

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養
老 健
Ｇ Ｈ
小規模多機能型
看護小規模多機能型
単独型短期入所
介 護 医 療 院

全 体

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養
老 健
Ｇ Ｈ
小規模多機能型
看護小規模多機能型
単独型短期入所
介 護 医 療 院

全 体

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養
老 健
Ｇ Ｈ
小規模多機能型
看護小規模多機能型
単独型短期入所
介 護 医 療 院

全 体

２交替夜勤２交替夜勤

３交替準夜３交替準夜

３交替深夜３交替深夜

結果
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業 態
有効
回答
施設数

夜間救急対応の
有無 割合（％）

有 無 有 無
特 養 １５ ６ ９ ４０．０ ６０．０
老 健 ３４ １７ １７ ５０．０ ５０．０
Ｇ Ｈ ３２ ９ ２３ ２８．１ ７１．９
小規模型＆看護小規模型 ２６ ８ １８ ３０．８ ６９．２
単 独 型 短 期 入 所 １０ ３ ７ ３０．０ ７０．０
介 護 医 療 院 ４ ４ １００．０

全 体 １２１ ４３ ７８ ３５．５ ６４．５
※救急対応：救急車の要請（１１９番）や施設外の医療機関への受診を要したケース

業 態
有効
回答
施設数

夜勤明け翌日が
勤務だった有無 割合（％）

有 無 有 無
特 養 １５ ９ ６ ６０．０ ４０．０
老 健 ３４ １０ ２４ ２９．４ ７０．６
Ｇ Ｈ ３２ ９ ２３ ２８．１ ７１．９
小規模型＆看護小規模型 ２８ ９ １９ ３２．１ ６７．９
単 独 型 短 期 入 所 １０ ４ ６ ４０．０ ６０．０
介 護 医 療 院 ４ ２ ２ ５０．０ ５０．０

全 体 １２３ ４３ ８０ ３５．０ ６５．０

夜勤明け翌日が
勤務だった有無 割合（％）

有 無 有 無
２０１４年 ３３ １０２ ２４．４ ７５．６
２０１５年 ３１ ９３ ２５．０ ７５．０
２０１６年 ４５ ８０ ３６．０ ６４．０
２０１７年 ４９ ８９ ３５．５ ６４．５
２０１８年 ４５ ７４ ３７．８ ６２．２
２０１９年 ５２ ７５ ４０．９ ５９．１
２０２０年 ４６ ９０ ３３．８ ６６．２
２０２１年 ４５ ８２ ３５．４ ６４．６
２０２２年 ５４ ８１ ４０．０ ６０．０
２０２３年 ３７ ７２ ３３．９ ６６．１
２０２４年 ４２ ６９ ３７．８ ６２．２
２０２５年 ４３ ８０ ３５．０ ６５．０

過去のデータとの比較

２１ 夜間救急対応

医療機関での夜勤とは異なり、介護施設では夜間の救急対応を施設内で行うことができないため、病院へ
の搬送が必要となる場合があります。その場合、介護職員が救急車に同乗するケースも多く、残された夜勤
者の勤務状況にも多大な影響を与えます。
夜間帯の救急対応（救急車の要請や施設外（医療機関）への受診を要するケース）の有無については、例

年３割程度の施設が「有」と回答していますが、今回は回答のあった職場の１２１施設の３５．５％にあたる４３施
設が「有」と回答しています。
業態別でみると、老健５０．０％、特養４０．０％と一定規模のある施設で「有」の割合が４０％を超えています。
次いで、小多機＆看多機、短期入所が３０％台で救急対応の割合が高くなっています。

２２ 夜勤明け翌日が勤務

夜勤労働が及ぼす体調への影響を踏まえると夜勤の翌日は勤務免除日、最低でも休日とすべきです。しか
し、夜勤明け翌日の勤務については、３５．０％の施設が「勤務だったことがある」と回答しています。経年で
見ると若干の増減があります。今年の調査では昨年３７．８％から微減しています。
業態別では特養の６０．０％が「夜勤明け翌日の勤務」が「有」と半数以上となっています。次いで介護医療
院が５０．０％と半数を占めており、短期入所４０．０％、小多機＆看多機が３０％を超えています。
「夜勤明けの翌日の勤務」は、職場の人員体制や雇用形態（夜勤ができるかどうか）の影響も多分に受け
るため、配置基準の引き上げや処遇改善などの人材確保策が負担軽減にもつながります。

夜間救急対応の
有無 割合（％）

有 無 有 無
２０１４年 ４８ ７９ ３７．８ ６２．２
２０１５年 ５３ ５９ ４７．３ ５２．７
２０１６年 ３６ ８２ ３０．５ ６９．５
２０１７年 ４８ ８６ ３５．８ ６４．２
２０１８年 ３４ ７６ ３０．９ ６９．１
２０１９年 ３８ ８５ ３０．９ ６９．１
２０２０年 ４０ ９５ ２９．６ ７０．４
２０２１年 ３９ ８７ ３１．０ ６９．０
２０２２年 ３８ ９０ ２９．７ ７０．３
２０２３年 ２８ ７９ ２６．２ ７３．８
２０２４年 ３５ ７５ ３１．８ ６８．２
２０２５年 ４３ ７８ ３５．５ ６４．５

過去のデータとの比較

３０ 医療労働



業 態
有効
回答
施設数

休憩時間と仮眠時間
の合計時間の平均 最長 最短

特 養 １１ １時間５８分 ４時間００分 １時間００分
老 健 ２９ ２時間０８分 ４時間００分 １時間００分
Ｇ Ｈ ２９ ２時間１７分 ４時間００分 １時間００分
小規模多機能型 １０ １時間５７分 ４時間００分 １時間００分
看護小規模多機能型 １１ ２時間２１分 ４時間００分 １時間００分
単独型短期入所 ８ １時間５６分 ４時間００分 １時間００分
介護 医 療 院 ２ ２時間５２分 ３時間００分 ２時間４５分

全 体 １００ ２時間１０分 ４時間００分 １時間００分

業 態
有効
回答
施設数

休憩時間と仮眠時間
の合計時間の平均 最長 最短

特 養 ４ １時間１５分 ２時間００分 １時間００分
老 健 ４ １時間１１分 １時間４５分 １時間００分
Ｇ Ｈ
小規模多機能型
看護小規模多機能型
単独型短期入所 ２ １時間００分 １時間００分 １時間００分
介護 医 療 院 １ １時間００分 １時間００分 １時間００分

全 体 １１ １時間０９分 ２時間００分 １時間００分

３交替夜勤 ２交替夜勤

業 態
有効
回答
施設数

仮眠室の有無 割合（％）

有 無 有 無
特 養 １５ ８ ７ ５３．３ ４６．７
老 健 ３３ ３０ ３ ９０．９ ９．１
Ｇ Ｈ ３０ ２２ ８ ７３．３ ２６．７
小規模多機能型 １２ ８ ４ ６６．７ ３３．３
看護小規模多機能型 １２ ５ ７ ４１．７ ５８．３
単独型短期入所 ８ ６ ２ ７５．０ ２５．０
介 護 医 療 院 ４ ４ １００．０

全 体 １１４ ８３ ３１ ７２．８ ２７．２

２３ 休憩時間と仮眠時間

この調査は、あくまで就業規則で定められている休憩・仮眠時間についての聞き取りとなっており、実際
に休憩・仮眠が取得できているかどうかという実態ではありません。
３交替夜勤の施設では、休憩時間と仮眠時間の合計時間は平均１時間０９分（前回１時間１２分）となってい

ます。最長は特養の２時間００分、最短は短期入所と介護医療院の１時間００分でした。
２交替夜勤の施設では平均で２時間１０分となっており、前回（２時間１３分）よりも微減しました。最長は
介護医療院以外の４時間００分となっています。最も短かったのは、介護医療院を除く業態の１時間００分の回
答になります。今回１時間の回答は全体で１１件（２交替と３交替夜勤の混合１施設を含む）となりました。
調査を進めるなかで、長時間夜勤（２交替夜勤）を実施しながら、休憩・仮眠が１時間しか設定されてい

ない施設があるという実態が明らかになっています。長時間の夜勤をなくすことが大前提ではありますが、
休憩・仮眠時間が１時間しか設けられていない状況は労働者の健康と利用者の安全にとってこの上なく有害
です。一刻も早い改善が必要です。

２４ 仮眠室の有無

夜勤を行う施設では「仮眠場所を、男性用と女性
用に区別して設けなければならない」（労働安全衛
生規則第６１６条）と定められています。介護施設も
当然に仮眠室があると考えがちですが、必ずしもそ
うなっていないという実態が明らかになっていま
す。
全体で、有効回答があった１１４施設のうち２７．２％
が「仮眠室がない」と回答しています。特に、施設
規模が小さく、民家などを改修して開設している
ケースが多いＧＨや小多機、看多機で仮眠室がない
傾向が強く、看多機では５８．３％が「無」と回答して
います。また、今回の調査では、特養が４６．７％と
「無」の割合が昨年よりも増えています。職員の労
働安全衛生上からもせめて職員がくつろげる「仮
眠・休憩室」を設置する必要があります。

結果
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業態 ２０人以下 ２１人以上
～４０人以下

４１人以上
～６０人以下 ６１人以上 無回答 合計

サービス付き
高齢者向け住宅

２ ２

有料老人ホーム ４ １ １ ６

全 体 ０ ６ １ ０ １ ８

業態
有効
回答
施設数

構成割合（％） 雇用割合（％）

介護
職員

看護
職員 その他 正規

職員
非正規
職員

サービス付き
高齢者向け住宅 ２ ６９．１ ６．５ ２４．４ ７４．５ ２５．５

有料老人ホーム ６ ９１．４ ８．６ ０．０ ６０．３ ３９．７

全 体 ８ ７４．１ ７．０ １９．０ ７０．９ ２９．１

業態
有効
回答
施設数

変則
３交替

３交替と
２交替
の混合

２交替
（１６ｈ未満）

２交替
（１６ｈ以上）

当直と
２交替

サービス付き
高齢者向け住宅 ２ １ １

有 料 老 人
ホ ー ム ６ １ １ １ ３

全 体 ８ １ １ ２ ４ ０

業態
有効
回答
施設数

平均
シフト
数

有効
回答
施設数

３交替 有効
回答
施設数

２交替

平均
日数

最多
日数

平均
回数

最多
回数

サービス付き
高齢者向け住宅 ２ ２．０通り １ ５ ９

有料老人ホーム ６ ６．３通り ２ ７．１ １５ ５ ７．２ ９

全 体 ８ ５．３通り ２ ７．１ １５ ６ ６．１ ９

２５ その他施設の集計

１ その他施設の回収数（平均利用者数別）
今回の調査では「その他施設」の回答数は、８施

設（前回９施設）で、内訳はサービス付き高齢者向
け住宅２施設、有料老人ホーム６施設でした。
表は「その他施設」の業態別の内訳を定員規模別

に集約しました。利用者数が２１人以上～４０人以下の
中規模の施設が６施設と最も多く、次いで４１人以上
が１施設、無回答が１施設となっています。

２ 各施設の職員の構成割合と非正規割合
各施設の職員の構成は、介護職員がサービス付き

高齢者住宅で６９．１％、有料老人ホーム９１．４％の割合
でした。全体では介護職員が７４．１％に対して、看護
職員とその他の職員を合わせた割合が２６．０％となっ
ています。
雇用割合では、サービス付き高齢者住宅で２５．５

％、有料老人ホームで３９．７％が非正規職員となって
います。サービス付き高齢者住宅では昨年の４０％台
から改善傾向にあります。全体では正規職員７０．９
％、非正規職員２９．１％の割合になっています。

３ 各施設の夜勤形態
今回の調査では、３交替夜勤の回答は変則３交替
と３交替と２交替の混合の施設から回答がありまし
た。２交替夜勤では、１６時間未満が２施設、１６時間
以上が４施設でした。

４ 各施設の平均シフト数及び平均夜勤回数
全体のシフト数の平均では５．３通りとなっていま

すが、サービス付き高齢者向け住宅は２回答で平均
２．０通り、最多、最小ともに２通りとの回答でした。
有料老人ホームでは、平均６．３通りで最も多い施

設では１４通りとなっており、最も少なかった施設で
も４通りとなっていました。
夜勤回数においては、２交替夜勤では、全業態で
指針の４回を超える平均回数でした。サービス付き
高齢者向け住宅、有料老人ホームともに、夜勤の最
多回数が９回となっています。有効回答数には、有
料老人ホームの回答内に３交替と２交替の混合施設
があり、３交替夜勤と２交替夜勤に振り分けて分析
しています。
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定員（人） １人夜勤 ２人夜勤 ３人夜勤 当直 無回答
２０以下
２１以上３０以下 １ ３
３１以上４０以下 ２
４１以上５０以下 １

業態
有効
回答
施設数

夜勤協定
の有無

協定日数
（協定回数）

有 無 ４ ５ ６ ８
サービス付き
高齢者向け住宅 ２ ２

有料老人ホーム ６ ６

全 体 ８ ０ ８ ０ ０ ０ ０

５ 平均利用者数別の夜勤体制
１人夜勤と回答した施設が、有料老人ホームで３

施設ありました。そのうち１施設は３交替と２交替
の混合で定員５０人の施設からの回答になっていま
す。また、３１人以上４０人以下の回答の一つは１施設
２職場からの回答となっています。そのため、２交
替で１フロアごとに１人の配置となっており、実質
的には１人夜勤になっています。（定員の回答がな
かった施設は下記の表に反映していません）。

６ 夜勤協定の有無、協定日数
夜勤協定が「有」と答えた施設はありませんでし
た。夜勤協定は、有害性を含んだ夜勤業務から労働
者の健康を守るために欠かすことができません。夜
勤協定がない職場では、早急に協定を締結する必要
があります。

結果
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各業態の機能、特徴

業態の名称 全国の施設数 施設の機能、特徴

特別養護老人ホーム
（介護老人福祉施設）

８，５４８

寝たきりや認知症など常に介護が必要な方で、在宅での生
活が困難な方のための施設。入所者は、施設内で３大介護
（食事介助、入浴介助、排泄介助）のほか、機能訓練や日常
的な生活介護を受けることができる。一つの居室に複数の利
用者（原則４人以下）が入所するタイプのほか、一つの居室
に１人の利用者が入所するユニット型のタイプがある。定員
が８０人を超える施設が全体の４割弱、５０人を超える施設では
９割弱と中～大規模の施設が中心となっている。定員２９人以
下の地域密着型介護老人福祉施設もある。
２０１５年４月以降、入所できる利用者が原則として要介護度
３以上の方に限定された。

介護老人保健施設 ４，２５０

入所者に対して、リハビリテーションなどの医療的サービ
スを提供し、在宅への復帰を目指す施設。利用者の状態に合
わせ、３大介護のほか、医学管理の下で、看護、リハビリ
テーションなどを受けることができる。比較的、大規模な施
設が多く、定員が１００人を超える施設が全体の半数、８０人以
上の施設では全体の７割に及ぶ。看護師の配置は特別養護老
人ホームよりも多く、（当直・夜勤を問わず）夜間帯に看護師
を配置している施設が多い。

介護医療院

９２６
Ⅰ型６００
Ⅱ型３１９
混合７

長期にわたり療養が必要である者に対し、療養上の管理、
看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他の必
要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施
設。２０２４年４月１日現在で９２６施設が開設して総ベッド数は５
３，１８３床になった。

認知症対応型
共同生活介護

（グループホーム）
１４，２６２

認知症の高齢者が共同生活をする住居型の介護施設で、３
大介護や日常的な生活介護を受けることができる。共同生活
住居（ユニット）あたりの入所人数は最大９人となっており、
１ユニット、または２ユニットの事業所が全体の９割を占め
ている。居室は原則として個室でなければならない。民家を
改修している施設もあり、利用者が複数階に分かれて居住し
ている施設や休憩・仮眠室を確保していない施設もある。

小規模多機能型
居宅介護事業所 ５，５２３

事業所に登録することにより、通所、宿泊、訪問介護、ケ
アマネジメントなどのサービスを受けることができる。看護
職員１人以上が必置となっている（兼務可）。登録定員は２９
人以下に限定され、１日の泊りの定員も最大で９人まで（登録
人数などによって変動）となっている。

看護小規模多機能型
居宅介護事業所 ９９４ 小規模多機能型居宅介護サービスと訪問看護サービスを一

体的に提供している事業所。

短期入所生活
介護施設 １１，９０５

在宅で生活する利用者が、短期間入所して３大介護やその
他の日常的な生活介護を受けることができる。特別養護老人
ホームなどとの併設型と単独型があり、単独型は定員２０人以
上とされている。併設型の利用者と特別養護老人ホーム等の
併設されている施設の利用者を一体のものとみなして職員体
制を取ることができる。

（ ）

施設数は厚生労働省「令和５年（２０２３）介護サービス施設・事業所調査」による
介護医療院は厚労省ホームページより、老健局老人保健課（令和６年１０月２９日付、令和６年４月１日時点）
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業態 施設形態 利用者数 配置職員 配置数 備考

特養

通常型

利用者の数が２５名以下

介護職員又は
看護職員

１名以上

利用者の数が２６名～６０名 ２名以上

利用者の数が６１名～８０名 ３名以上

利用者の数が８１名～１００名 ４名以上

利用者の数が１０１名以上 ５名以上
４名にプラスして、１００名を超えて２５名
又は端数を増すごとに１名を加えて得
た数以上の人員の配置

通常型
（人員基準緩和を
適用した場合）

利用者の数が２５名以下

介護職員又は
看護職員

１名以上

人員基準緩和の要件は入所者全員への
見守り機器の導入

利用者の数が２６名～６０名 １．６名以上

利用者の数が６１名～８０名 ２．４名以上

利用者の数が８１名～１００名 ３．２名以上

利用者の数が１０１名以上 ４名以上
３．２名に利用者の数が１００名を超えて２５
名又はその端数を増すごとに０．８名を
加えて得た数以上

ユニット型 ２つのユニット毎 介護職員又は看護職員 １名以上

老健

通常型 指定なし
介護職員又は
看護職員

２名以上
利用者数が４０名以下で、常時、緊急の
連絡体制を整備しているものにあって
は１名以上

通常型
（人員基準緩和を
適用した場合）

指定なし
介護職員又は
看護職員

１．６名以上

利用者数が４０名以下で、常時、緊急の
連絡体制を整備しているものにあって
は１名以上
（緩和要件）
全利用者に見守り機器を導入し、夜勤
職員全員がインカム等のＩＣＴを使用
しており、安全体制を確保しているこ
となど

介護療養（転換）型 「通常型」の要件に加え、看護職員の数が利用者の数を４１で除し
て得た数以上

介護医療院

Ⅰ型介護医療院
Ⅱ型介護医療院
特別介護医療院

利用者の数が３０名以下 介護職員又は
看護職員

※ただし、看護職
員１名以上は必ず

配置

２名以上

利用者の数が３１名以上 ３名以上
２名にプラスして、３０名を超えて３０名
又は端数を増すごとに１名を加えて得
た数以上の人員の配置

ユニット型Ⅰ型介護医療院
ユニット型Ⅱ型介護医療院
ユニット型特別介護医療院

２ユニット毎 看護職員又は
介護職員 １名以上

ＧＨ １ユニットごとに配置 夜勤を行う
介護従事者 １名以上

ただし、３ユニットから、利用者の安
全確保や職員の負担にも留意しつつ、
隣接しており、職員が円滑に利用者の
状況把握を行い、速やかな対応が可能
な構造で安全対策をとっていることを
要件に例外的に夜勤２人以上の配置に
緩和できることとし、事業所が夜勤職
員体制を選択することを可能とする。

小多機＆
看多機

特に指定なし 夜勤を行う
介護従事者 １名以上 小規模多機能施設及び複合型サービス

施設の宿泊の最大定員は９名

短期入所
生活介護

単独型

利用者の数が２５名以下

介護職員又は
看護職員

１名以上

利用者の数が２６名～６０名 ２名以上

利用者の数が６１名～８０名 ３名以上

利用者の数が８１名～１００名 ４名以上

利用者の数が１０１名以上 ５名以上
４名にプラスして、１００名を超えて２５名
又は端数を増すごとに１名を加えて得
た数以上の人員の配置

単独型ユニット型 ２つのユニット毎 介護職員又は
看護職員 １名以上

併設型（※）
「単独型」の「利用者の数」を「短期入所の利用者の
数及び特別養護老人ホームの入所者の数の合計数」に
読み替え、以下「単独型」と同じ。

（※）特別養護老人ホームの全部又は一
部の入居者に利用されていない居室を
利用して短期入所の事業を行うもの。
（※）併設型短期入所生活介護（従来
型）は特養の見守り機器等を導入した
場合と同様の改定

「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」より
※最低基準の定めのない業態は減算対象となる基準を掲載

各業態の夜勤の職員配置要件

結果
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業態 加算名 要件 加算
単位 備考 １カ月当たりの金額

（１単位１０円）

特養

夜勤職員配置加算
（Ⅰ）イ

入所定員が３０名以上５０名以下
夜勤の介護職員または看護職員をプラス１人配置
（また、以下の場合は配置要件が緩和されます）
①見守り機器を入所者の１０％以上に導入かつ、必要な運営体制を整備し
た場合場合→プラス０．９人
②見守り機器を入所者全員に導入、かつ夜勤職員全員がインカム等のＩ
ＣＴを使用、施設形態別基準の人員配置を満たし、安全体制の確保→プ
ラス０．６人

２２単位

夜勤の職員配置要
件で人員基準緩和
を適用している場
合の夜勤配置は、
上記「各業態の夜
勤の職員配置要
件」表を参照

２６４，０００円
金額は３０日、
定員４０名で
計算

夜勤職員配置加算
（Ⅰ）ロ

入所定員が５１名以上
夜勤の介護または看護職員をプラス１人配置
（または、以下の場合は配置要件が緩和されます）

１３単位 ２７３，０００円
金額は３０日、
定員７０名で
計算

①見守り機器を入所者の１０％以上に導入かつ、必要な運営体制を整備し
た場合場合→プラス０．９人
②見守り機器を入所者全員に導入、かつ夜勤職員全員がインカム等のＩ
ＣＴを使用、施設形態別基準の人員配置を満たし、安全体制の確保→プ
ラス０．６人

夜勤職員配置加算
（Ⅱ）イ

ユニット型で、入所定員が３０名以上５０名以下
夜勤の介護または看護職員をプラス１人配置
（または、以下の場合は配置要件が緩和されます）

２７単位 ３２４，０００円
金額は３０日、
定員４０名で
計算

①見守り機器を入所者の１０％以上に導入かつ、必要な運営体制を整備し
た場合場合→プラス０．９人
②見守り機器を入所者全員に導入、かつ夜勤職員全員がインカム等のＩ
ＣＴを使用、施設形態別基準の人員配置を満たし、安全体制の確保→プ
ラス０．６人

夜勤職員配置加算
（Ⅱ）ロ

ユニット型で、入所定員が５１名以上
夜勤の介護または看護職員をプラス１人配置、

１８単位 ３７８，０００円
金額は３０日、
定員７０名で
計算

①見守り機器を入所者の１０％以上に導入かつ、必要な運営体制を整備し
た場合場合→プラス０．９人
②見守り機器を入所者全員に導入、かつ夜勤職員全員がインカム等のＩ
ＣＴを使用、施設形態別基準の人員配置を満たし、安全体制の確保→プ
ラス０．６人

夜勤職員配置加算
（Ⅲ）イ

加算（Ⅰ）イに加え、痰吸引等の業務を行うための特定登録証の交付を受
けている者が配置 ２８単位 ２５２，０００円 金額は３０日、

定員３０名で計算
夜勤職員配置加算
（Ⅲ）ロ

加算（Ⅰ）ロに加え、痰吸引等の業務を行うための特定登録証の交付を受
けている者が配置 １６単位 ３３６，０００円 金額は３０日、

定員７０名で計算
夜勤職員配置加算
（Ⅳ）イ

加算（Ⅱ）イに加え、痰吸引等の業務を行うための特定登録証の交付を受
けている者が配置 ３３単位 ２９７，０００円 金額は３０日、

定員３０名で計算
夜勤職員配置加算
（Ⅳ）ロ

加算（Ⅱ）ロに加え、痰吸引等の業務を行うための特定登録証の交付を受
けている者が配置 ２１単位 ４４１，０００円 金額は３０日、

定員７０名で計算

老健 夜勤職員配置加算

（１）老健および短期入所療養介護の利用者数の合計が４１名以上の場
合、２０名またはその端数を増すごとに１人以上配置、かつ、２人を超え
ていること。
（２）入所定員が４０名以下の場合、２０名またはその端数を増すごとに１
人以上配置、かつ、１人を超えていること。

２４単位 （１）または（２）の要
件をクリア

（１）
５０４，０００円

（２）
２１６，０００円

（１）金額は３０日、
定員７０名で計算

（２）金額は３０日、
定員３０名で計算

介護
医療院

夜間勤務等看護加
算（Ⅰ）

看護職員の数が、入所者の合計数が１５名またはその端数を増すごとに１
人以上であり、かつ２人以上であること。 ２３単位 ４８３，０００円 金額３０日、

定員７０名で計算

夜間勤務等看護加
算（Ⅱ） 加算（Ⅰ）の「１５名」を「２０名」と読み替える １４単位 ２９４，０００円 金額３０日、

定員７０名で計算

夜間勤務等看護加
算（Ⅲ）

看護職員または介護職員の数が、入所者の合計数が１５名またはその端数
を増すごとに１人以上であり、かつ２人以上であること。また、看護職
員が１人以上であること。

１４単位 ２９４，０００円 金額３０日、
定員７０名で計算

夜間勤務等看護加
算（Ⅳ） 加算（Ⅲ）の「１５名」を「２０名」と読み替える。 ７単位 １４７，０００円 金額３０日、

定員７０名で計算

ＧＨ

夜間支援体制加算
（Ⅰ）

①１ユニットで夜勤を行う介護従事者及び宿直勤務医にあたるものの合
計数が２以上であること
②事業所ごとに常勤換算方法で０．９人以上の夜勤職員を加配すること。
見守り機器の利用者に対する導入割合は１０％。その他の要件として、利
用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する
方策を検討するための委員会を設置し必要な検討が行われること。

５０単位 ※左記の①又は②の
いずれかを満たす １３５，０００円 金額は３０日、

定員９名で計算

夜間支援体制加算
（Ⅱ）

２ユニット以上で夜勤を行う介護従事者及び宿直勤務にあたるものの合
計数がユニットの数に１を加えた数以上であること
事業所ごとに常勤換算方法で０．９人以上の夜勤職員を加配すること。見
守り機器の利用者に対する導入割合は１０％。その他の要件として、利用
者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方
策を検討するための委員会を設置し必要な検討が行われること。

２５単位 ※左記の①又は②の
いずれかを満たす １３５，０００円 金額は３０日、

定員１８名で計算

短期
入所

夜勤職員配置加算
（Ⅰ）

従来型で、夜勤の介護または看護職員をプラス１人配置、又はプラス０．９
人配置かつ見守り機器を利用者の１０％以上に導入など １３単位 １１７，０００円 金額は３０日、

定員３０名で計算
特養の要件に準ずる

夜勤職員配置加算
（Ⅱ）

ユニット型で、夜勤の介護または看護職員をプラス１人配置、又はプラ
ス０．９人配置かつ見守り機器を利用者の１０％以上に導入など １８単位 １６２，０００円 金額は３０日、

定員３０名で計算
特養の要件に準ずる

夜勤職員配置加算
（Ⅲ）

加算（Ⅰ）に加え、痰吸引等の業務を行うための特定登録証の交付を受け
ている者が配置 １５単位 １３５，０００円 金額は３０日、

定員３０名で計算
夜勤職員配置加算
（Ⅳ）

加算（Ⅱ）に加え、痰吸引等の業務を行うための特定登録証の交付を受け
ている者が配置 ２０単位 １８０，０００円 金額は３０日、

定員３０名で計算

※２０２４年介護報酬改定以降の単位、要件を掲載しています

各業態の夜勤加算と要件

３６ 医療労働
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